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 Ⅰ マニュアルの基本的事項           

１ 策定の趣旨 

兵庫県では平成７年１月に発生した阪神・淡路大震災の教訓を基に災害救急医療

体制の整備に努め、兵庫県災害医療センター（以下「災害医療センター」という。）

を中心に、ＥＭＩＳ（広域災害救急医療情報システム）、災害医療コーディネータ

ー、ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）の運用等を進めてきた。 
阪神北圏域では圏域内で災害が発生した際、災害救急医療確保に必要な初動体制

を迅速に確保するため、平成 15 年３月に「地域災害救急医療マニュアル（阪神北

圏域版）」を策定した。平成 26 年３月には東日本大震災の教訓や災害医療関係制度

の充実等を踏まえ、また、今後発生が懸念される東海・東南海・南海地震等の大規

模広域災害時にも迅速に初動救急体制を確立できるよう、兵庫県地域防災計画及び

兵庫県保健医療計画の改定に合わせ、「阪神北圏域災害救急医療マニュアル」とし

て全面的に見直した。 
その後も、ＤＰＡＴ（災害派遣精神医療チーム）やＤＨＥＡＴ（災害時健康危機

管理支援チーム）の整備など災害時の保健医療活動を支える制度の充実が進んでい

る。その一方で、熊本地震では被災地で活動する保健医療活動チーム間の情報共有

が課題となり、多くの組織や団体の活動を効果的に調整できる体制の構築や、医療

機関が医療を継続するための平時からの備えなどが求められている。 
このようなことから、「阪神北圏域災害救急医療マニュアル」を見直し、今後発生

が懸念される内陸型地震や南海トラフ巨大地震等の大規模広域災害時に、圏域内の

各関係機関が迅速に初動体制を確立し、関係機関の連携により保健医療体制を円滑

に確立できるマニュアルとして策定する。 
 

２ 基本的な考え方・位置づけ 

本マニュアルは次の状況が発生する大規模災害を想定し、阪神北圏域内の医療機

関、医療関係団体、市町、市町消防、宝塚地域保健医療情報センター・伊丹健康福

祉事務所が迅速かつ的確にそれぞれの役割を果たし、「『防ぎうる死』の防止」や、

避難生活に伴う「二次的な健康被害の予防」を図るための連携体制、協働の指針を

示すものである。災害の種類や規模によって体制・対策等が異なるため、被災状況

に応じて臨機応変に対応していただきたい。 

 

・ 圏域内の複数の市町で重傷者を含む多数の負傷者が発生している 

・ 負傷者数が多く圏域内の医療機関だけでは負傷者に対応できない 

・ 多数の医療機関が被災し通常の医療が提供できない 
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各機関・団体における対応については、各市町地域防災計画等に基づき実施され

るとともに、各種活動については、個別の計画、指針、マニュアル等に基づき実施

されたい。 
 

 
 

３ マニュアルの見直し 

宝塚地域保健医療情報センターは本マニュアルに関して変更すべき点がないか

どうか、毎年、阪神北圏域健康福祉推進協議会医療部会の場を活用し確認を行う。

その際、事前に災害医療コーディネーターより助言を受ける。 
また、保健医療計画の改定にあわせて再検討するほか、制度の改正、新たな知見

の取得等状況に応じて、随時見直す。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【宝塚地域保健医療情報センター】 

兵庫県災害救急医療システムの中で位置づけされる機関で、二次医療圏に 1

か所ずつ、通常、圏域健康福祉事務所が「地域保健医療情報センター」と表さ

れる（阪神北圏域では、宝塚健康福祉事務所）。地域保健医療情報センターは、

通常の健康福祉事務所業務に加え、災害保健医療情報の収集・提供等を行うこ

とが求められる。災害発生時には、センター長（保健所長）と広域救急および

地域医療機関の災害医療統括者（統括ＤＭＡＴ、災害医療コーディネーター等）

が協力しつつ、市町災害対策本部、医療機関、消防本部等の搬送機関等を情報

ネットワークで結び、医療機関の被災状況、対応可能な診療科目、手術等の医

療提供等医療活動に必要な診療情報等の収集一元化を図る。また、兵庫県庁お

よび近接する二次医療圏域の地域保健医療情報センターと情報を共有するこ

とにより災害時における情報・保健医療活動のバックアップ、支援機能を有す

るものである。 
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 Ⅱ 災害の発生に備えた取り組み         

１ 災害時の保健医療に係るニーズや活動の経時変化 

災害時の保健医療活動へのニーズは時間の経過により変化する。保健医療活動の

調整にあたっては、当該フェーズや次のフェーズで必要となる対応を見通して対策

を立てることが求められる。 

フェーズごとの主な保健医療のニーズ等は概ね図１「災害時保健医療活動タイム

ライン」（Ｐ．４～５）のように想定されるが、実際の展開やニーズについては災害

の規模や態様、種類に応じて変動する可能性があり、段階どおりに進行すると限ら

ないことにも留意して発生に備えた取り組みが必要である。 

 

（１）超急性期（災害発生後３日以内） 

交通路の障害・途絶やライフラインの停止により、傷病者の搬送や物資確保、医

療機関の機能維持が困難となる。行政機関等も混乱し救援活動の調整が円滑に進ま

ない可能性がある。 

広域で外傷系の傷病者が多数発生する場合、医療ニーズが短時間で拡大するほか、

傷病者の被災地外への搬送調整も必要となる。また、慢性疾患を有する避難者の急

性増悪に対しても考慮する必要がある。 

県内外からＤＭＡＴやＤＨＥＡＴ、ＤＰＡＴ先遣隊、ＪＭＡＴが応援に駆けつけ、

被災状況や医療ニーズの把握、病院支援や患者搬送調整、保健医療活動を調整する

ための指揮調整系統の立ち上げが急務となる。  

 

（２）急性期（災害発生後３日～１週間以内） 

主要道路やライフラインは仮復旧し応援活動も徐々に本格化するが、混乱や遅延

も一部で続く。 

新たな外傷系の患者は逓減するが、慢性期疾患への対応や避難所等での巡回診

療・公衆衛生のニーズが拡大してくる。 

医療救護班の派遣調整が開始されるほか、被災地内外から各種の医療ボランティ

ア等が多数駆けつけ、被災地で活動するこれらの者を把握し、活動を調整する体制

の確立が課題となる。 
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医療活動

フェーズ１：緊急対策期

住民の生命・安全の確保を行う
時期

兵庫県庁の体制
県保健医療調整本部の立
ち上げ、情報共有ﾗｲﾝ（以
下、情報ﾗｲﾝ）の構築

1) 災害対策本部の立ち上
　げ、情報共有ﾗｲﾝの構築

2) 情報収集
　情報整理・分析評価・
　対策の企画立案

3) 受援調整

4) 阪神北災害時保健
　医療対策会議の開催
　 （統合指揮調整）

5) 応援要請・資源調達

6) 広報　・渉外業務

7) 職員等の安全確保・
　 健康管理

統括指揮調整
　（市町、関係機関・団体
との連携のもと実施）

阪神北災害時保健医療対
策会議

医療対策

保健予防対策

生活環境衛生対策

 図１　阪神北災害時保健医療対策会議等の

活動段階

フェーズ０：発災直後 フェーズ１：超急性期

保健活動

フェーズ０

初動体制の確立

宝塚地域保健医療情報
ｾﾝﾀｰ、伊丹健康福祉事
務所の主な業務

災害時保健医療対策
　（市町、関係機関・団体
との連携のもと実施）

災害対策本部の立ち上げ ・定期的ﾐｰﾃｨﾝｸﾞの開始

医療施設の状況に関する情報収集（EMIS代行入力） ・ 医薬品等の確保・供給に係る状況（医薬品取

市町の状況に関する情報収集 （被災情報、救護所情報、避難所情報等） ※市町へﾘｴｿﾞﾝが派

生活環境衛生関係施設等の状況に関する情報収集

人工呼吸器装着神経難病患者（児）の状況把握

保健医療活動ﾁｰﾑ受援体制の構築

宝塚市立病院での情報収

集、対策会議の開催準備
対策会議の開催（会議資料の作成/会議運営/会議録の作成）

受援調整（受付、ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ、担当

収集した情報の整理・分析評価（全体を俯瞰した優先課題の抽出）→対策の

保健医療調整本部への報告、不足する人的物的資源の要請・配分調整

情報ﾗｲﾝの構築 情報共有に係る連絡・調整（県保健医療調整本部、市町、関係団体、災害対策地方本部等）

・職員等の安全及び状況確認 ・労務管理・健康管理体制の確立

広報 ・相談窓口の設置 ・メディア・来訪

避難所等における健康管理活動支援の準備・実施 （避難所ｱｾｽﾒﾝﾄを含む）

二次健康被害予防対策

要配慮者支援

感染症対策

こころのケア

環境衛生対策（衛生管理・生活環境整備・防疫活動）

食品衛生対策（食中毒防止対策）

食支援・栄養指導

歯科保健医療対策

【毒物劇物対策】 環境汚染事故への緊急対応

【飲料水の確保対策】 飲料水の水質検査・衛生指導等

社会福祉施設の状況に関する情報収集

遺体の埋火葬に係る対応（連絡調整等）

医療施設のﾗｲﾌﾗｲﾝ（電気・ｶﾞｽ・水道等）の復旧・確保に係る連絡調整

医療救護活動に係る連絡調整（医療搬送 / 入院・転院/ 医療救護班の搬送に

医薬品・医療用資器材等の確保・供給に係る連絡調整

救護所の運営支援 ・避難所等における要医療者への対

６時間 ２４時間発災

対策会議の開催 【於 宝塚市立病院】

地域災害医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰとの連携

県保健医療調整本部の立ち上げ ・定期的ﾐｰﾃｨﾝｸﾞ

情報共有に係る連絡・調整（災害対策本部、地域医療情報ｾﾝﾀｰ・健康福祉事務所・保健所、関係情報ﾗｲﾝの構築

７２時間
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 ◎　災害の状況に応じて各活動の期間は異なります。　

フェーズ２：急性期 フェーズ３：亜急性期 フェーズ４：慢性期 フェーズ５：中長期

フェーズ２：応急対策期 フェーズ３：応急対策期 フェーズ４：復旧・復興対策期 フェーズ５：復興支援期

避難所対策が中心の時期
避難所から仮設住宅等次の住

まいへ移行するまでの時期
仮設住宅対策から新しいｺﾐｭﾆ

ﾃｨづくりが中心の時期
ｺﾐｭﾆﾃｨの再構築と地域との融
合、復興住宅等への移行期間

災害時保健医療活動タイムライン

・健康福祉事務所の通常業務の再開・復旧に向けたﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟの作成

扱業者・調剤薬局の状況等）の情報収集

遣された後は、ﾘｴｿﾞﾝを通じて情報収集

ｴﾘｱ・業務割振り、連絡調整等） ※保健師等支援ﾁｰﾑに対する指揮調整を含む。

企画立案（優先課題への資源の最適配分・不足資源の調達等に係る対策） ・ 次のﾌｪｰｽﾞを見通した対策の企画

・専門機関への支援要請・専門的支援に係る連絡調整

者等への対応

※車中泊避難者等への健康支援を含む。

在宅被災者への健康支援

・有害物質漏出・飛散防止対策（毒物劇物関係施設への助言指導等）

食品関係営業施設等への監視指導等

生活環境衛生施設（旅館、入浴施設等）への監視指導等

係る調整）

・ 医療提供体制の再開・復旧に向けたﾛｰﾄﾞﾏｯﾌﾟの作成

７２時間 １週間 １か月 ３か月

対策会議の開催 [於 宝塚地域保健医療情報ｾﾝﾀｰ等]

の開始

団体等）
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（３）亜急性期（災害発生後１週間～１か月以内） 

避難者の慢性疾患や公衆衛生に関するニーズが広範囲で生じるほか、避難生活の

長期化に伴うメンタル面の対応などニーズの多様化も進む。避難所での健康管理を

適切に行う上で、医師・看護師・保健師・福祉専門職等による巡回派遣体制の確保

や、ＤＨＥＡＴ等の専門職能者チームによる避難所のアセスメントの実施など、市

町や医療・保健・福祉活動の連携が課題となる。 

これに対し、医療救護班による避難所の巡回診療が展開される一方で、保健活動

チームやＤＰＡＴ等の外部支援団体の受入・派遣調整が本格化し、被災地内外から

様々な支援チームが参集するなど活動調整・情報共有の業務が本格化する。また、

地域の医療機関への引継ぎに向けた調整も始まる。 

 

（４）慢性期（災害発生後１か月以降） 

被災地外から応援に駆けつけた保健医療活動チームは徐々に撤収し、保健・医療

ニーズへの対応について地域の医療機関・市町への引継ぎが進む。 

仮設住宅等での避難生活の長期化に伴い、健康維持・孤立防止・メンタルヘルス

等への対応が課題となる。 

 

 

 

 

 

 

 

【主な外部支援団体の例】 

日本医師会（ＪＭＡＴ）、全日本病院協会（ＡＭＡＴ）、日本歯科医師会（Ｊ

ＤＡＴ）、日本薬剤師会、日本病院薬剤師会、日本看護協会、大規模災害リハ

ビリテーション支援関連団体協議会（ＪＲＡＴ）、日本栄養士会（ＪＤＡ－Ｄ

ＡＴ）、日本食品衛生協会、日本災害医学会、日本環境感染学会、震災・学校

支援チーム（ＥＡＲＴＨ），save the children 等 
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２ 体制等の整備 

（１）宝塚地域保健医療情報センターにおける指揮調整業務 

地域保健医療情報センターは圏域全体の災害時保健医療活動の拠点である。被災

地である市町を含め圏域全体の災害保健医療に関する総合調整を担う。 
これらの業務を円滑に行うために、宝塚地域保健医療情報センターでは組織横

断的な災害対策本部を立ち上げて指揮命令系統を確立する。また、外部から多くの

保健医療活動の応援チームが適切な場所で効果的に活動してもらえるように受援

調整を行う。さらに県保健医療調整本部や市町災害対策本部、地元関係機関との情

報共有ラインを構築し、地元医療機関/団体、保健医療活動チーム等の関係者を集め

た「阪神北災害時保健医療対策会議」を開催して対応の優先順位等を協議し、地元

および外部支援の保健医療関係者による対策活動の実施につなげる。 
阪神北災害時保健医療対策会議はＰ．15 参照 

 

 

（２）緊急連絡網、情報収集・共有体制 

① 関係機関は災害医療に関する情報を迅速に収集・共有するため、平時から関係

機関の電話番号（災害時でもつながる番号もしくは複数の番号）を確認しておく。 

② 広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）導入機関は災害時に迅速にシ

ステム入力・情報収集等ができるよう、平時から関係者にシステムの使用方法、

災害時の対応等について習熟を図る。また、災害時の医療継続を目標とし、平時

から災害発生に備えた患者受入体制（地域での受入医療機関等）を把握できるよ

う、ＥＭＩＳへの必要情報（災害拠点病院の備蓄状況や、災害発生時の救護所の

開設予定地などを含む。）の事前登録に努める。 

                        

 

【総合調整が必要な業務】 

・ 時間の経過に伴う被災者を取り巻く医療や保健衛生等の状況やニーズの変

化に関する情報の収集 
・ 収集した情報の整理・分析およびそれに基づく地域の「医療提供体制の再

構築」「保健予防活動」「生活環境衛生対策」等に関する対策活動の企画立案 
・ 圏域の派遣された保健医療活動チームの避難所への派遣調整・指揮 
・ 県保健医療調整本部への情報伝達および支援要請 
・ 市町や関係機関への情報伝達と適切な支援 

広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）はＰ．35 参照   
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③ システムに参加していない医療機関は災害発生後の被災状況について市町、

宝塚地域保健医療情報センター又は伊丹健康福祉事務所に報告するよう周知を

図る。 

 

（３）医療提供体制 

① 市町は災害時、速やかに救護所が開設できるよう予定施設を定め、医師会等関

係団体と十分に協議を行い、医療救護班の編成・派遣方法について決定し、医薬

品・衛生材料、その他必要物品の整備・点検に努める。 

② 医師会はそれぞれの市町の救護所へ医療救護班を円滑に派遣できるよう、平時

から災害医療コーディネーターを中心に医療救護班の編成ができるよう検討を

行っておく。 

③ 災害拠点病院（宝塚市立病院）は災害医療コーディネーターを中心に、平時

から災害発生時の重症患者の受け入れやＤＭＡＴ及び医療救護班の派遣につい

て体制を整えておく。また、自院が被災した場合や救命救急センターでの対応が

必要な患者が搬送される場合も想定し、他の災害拠点病院との連携体制の構築や

ＤＭＡＴの受入れについて検討しておく。 

④ 公立・公的病院及び自衛隊阪神病院は医療救護班の派遣について体制を整え

ておくとともに、自院が被災した場合や救急対応が必要な患者が大量に搬送され

る場合も想定し、災害拠点病院（宝塚市立病院）等との連携体制の構築やＤＭＡ

Ｔの受入れについて検討しておく。 

⑤ その他の医療機関は平時から災害によって多数の患者が発生した場合や医療

機関が被災した場合に備えて、患者の搬送方法や受入方法等を業務継続計画（Ｂ

ＣＰ）で定めておく。通院患者・往診患者のうち人工透析患者、人工呼吸器装着

患者、在宅酸素療法患者、重度の糖尿病患者等については、災害により通院・往

診が不可能となった場合の対応方法について患者・家族と話し合っておく。 

⑥ 宝塚地域保健医療情報センター及び伊丹健康福祉事務所は災害現場や患

者が集中する医療機関への医療関係者の派遣等が円滑になされるよう、市町、医

師会及び災害拠点病院等と十分協議を行っておく。 

 

（４）患者搬送体制 

① 市町及び市町消防は平時から消防機関の救急車や医療機関の患者搬送車、そ

の他応急調達可能な車両等、患者搬送体制の把握に努める。 
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② 宝塚地域保健医療情報センター及び伊丹健康福祉事務所は患者搬送車を

有する医療機関に対し、災害時の患者搬送の協力について理解・協力を求める。 

③ 医療機関は災害によって多数の重症患者が生じた場合や自院が被災した場合

に備え、近隣病院、災害対応病院等との間で、患者搬送方法を定めておき、これ

により患者を搬送する。 
 

（５）医薬品・衛生材料の確保 

① 市町は救護所に必要な医薬品及び衛生材料を公立病院と連携し確保しておく

とともに、薬剤師会及び医薬品卸売販売業者と災害時の医薬品及び衛生材料の供

給について協議を行っておく。 

② 医療機関は平常時の３日分程度の医薬品とともに、応急用資機材として簡易

ベッド、担架、ストレッチャー、テント、発電機、投光器、トリアージタッグ、

簡易トイレ、酸素ボンベ、酸素マスク等を備蓄しておく。 

③ 宝塚地域保健医療情報センター及び伊丹健康福祉事務所は病院立入検査

等の際、医薬品等の備蓄状況又は、災害時の医薬品の確保手段を確認し、対策が

取られていない病院については対策を取るよう指導する。 

④ 薬剤師会は市町へ災害時の医薬品・衛生材料の調達に関し助言を行うととも

に、災害時の薬剤提供・整理について体制を検討しておく。 

 

（６）耐震化、ライフライン等の確保 

① 医療機関（特に災害拠点病院、公立・公的病院及び自衛隊阪神病院）はあ

らかじめ施設の耐震化、ライフラインの確保を図るなど、災害時の医療機能の維

持に努める。 

② 市町及び医療機関（特に災害拠点病院、公立・公的病院及び自衛隊阪神病

院）は災害時においてもライフライン（電気・ガス・水道等）を維持するため、

平時から事業者等との間でその対応方策等の確認に努める。 

 

（７）要援護者の把握等 

① 市町、宝塚地域保健医療情報センター及び伊丹健康福祉事務所は平時から

災害時の要援護者（要介護高齢者・障害者や乳幼児等）を把握し、医療面から迅

速かつ的確な対応（特に透析、人工呼吸器（稼働させるための非常用電源を含む）

が必要な患者や緊急搬送が必要な患者への医療対応）が図れるように努める。 
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（８）災害時の対応に関する研修・訓練 

① 関係機関は平時から災害時の対応について研修・訓練に努める。また、個別に

訓練を行うほか、市町域、圏域全体の訓練の実施等を通じて関係機関との連携体

制の確立に努める。 
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 Ⅲ 災害発生時の急性期医療を中心とした対応          

１ 情報の収集・伝達 

（１）関係機関は医療機関から入力される広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）

等を活用し、または平時に定めた方法で、災害時の医療情報の確保・共有（連絡・

収集・発信）に努める。 

 

図２ 災害救急医療関係機関 情報収集・伝達イメージ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

県医務課 
（県災害対策本部） 

県医師会等 

市医師会等 

 
宝塚地域保健医療 
情報センター 

伊丹健康福祉事務所 

（災害対策阪神北 
地方本部） 

阪神北災害時 
保健医療対策会議 

 

ＥＭＩＳ 

市町担当部局 

（市町災害 

対策本部） 

市町消防本部 

災害拠点病院 
（宝塚市立病院） 

住民・自主防災組織他 

医療機関 

阪神北圏域内 

電話等による情報収集・伝達     EMIS による情報収集・伝達 

※ 災害時には国ＥＭＩＳによる情報の収集・共有を優先するが、国ＥＭＩＳが

使用できない場合は、県ＥＭＩＳにより情報収集等を行う。 

※ 宝塚地域保健医療情報センター及び伊丹健康福祉事務所は災害時に医療機関

から災害医療情報の入力がない場合、または、災害医療センター（災害救急医

療情報指令センター）から代行入力の要請があった場合等は、必要に応じ市町

等と協力し電話確認または現地確認により入力を代行する。 
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（２）市町は災害が発生し多数の患者が発生するなどにより医療の確保が必要である

とともに、市町外からの支援が必要であると判断する場合は、宝塚地域保健医療

情報センター又は伊丹健康福祉事務所に連絡する。 

 

（３）市町消防は災害発生等の通報を受け多数の患者が発生するなどにより医療の

確保が必要となる場合は、ＥＭＩＳ等を活用し災害拠点病院（宝塚市立病院）等

に連絡する。 

 

（４）宝塚地域保健医療情報センター及び伊丹健康福祉事務所は県医務課あるい

は災害医療センター（災害救急医療情報指令センター）に連絡する。  

また、宝塚地域保健医療情報センターは大規模災害発生後速やかに災害拠点

病院（宝塚市立病院）に職員を派遣し、病院の災害対策本部（あるいはＤＭＡＴ

活動拠点本部）において、阪神北圏域を中心とした医療機関の被災状況や診療状

況、圏域内の医療提供体制やＤＭＡＴ等の医療活動チームの活動状況等の情報を

収集する。 
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２ 連携体制の整備 

（１）宝塚市立病院（災害拠点病院）の活動  

① ＥＭＩＳへの情報入力 

大規模災害が発生した場合、災害対策本部要員、ＤＭＡＴ隊員及び経営統括部

事務職員は、被害状況等に関する院内情報を迅速に収集し、ＥＭＩＳに入力する。 

ＥＭＩＳが機能していない場合、ＦＡＸ、衛星電話等を活用して、兵庫県に被

害状況等の情報を報告する。 

 

② 宝塚市立病院災害対策本部の設置 

〇 市域に震度５弱以上の地震が発生したとき及び東海地震に係る警戒宣言発

令の報を受けたとき、北棟の講堂に災害対策本部が設置される。また、震度５

弱では副課長以上の職員及び本部での対策に必要な要員、震度５強では係長級

以上の職員、震度６弱では全職員が招集され、６班が設けられる。 

 

 

 

 

 

 

〇 院内での情報共有や災害対策本部としての判断・決定を行うため、適宜「災

害対策本部会議」を開催し、以下の判断を行う。 

・ 災害対策本部の設置と解散の判断 

・ トリアージ班を設置するタイミングの判断 

・ 院内の医療体制（スタッフ、資材等）の充足度や外部の被害程度より判断 

・ 宝塚市災害対策本部・災害医療コーディネーター、医師会との調整 

・ ＤＭＡＴなどの災害医療支援チームの派遣・受入や、要員・物資の支援要

請、患者の外部転送・受入等の調整 

 

③ ＤＭＡＴ活動拠点本部の設置 

宝塚市立病院はＤＭＡＴ指定医療機関であり、大規模災害時にはＤＭＡＴ活動

拠点本部が設置される可能性がある。 

ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）はＰ．17・40 参照        

 

 

 

病院災害対策本部 

救護班 搬送班 治療班 トリアージ班 物品搬送班 交通整理班 
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ア ＤＭＡＴ活動拠点本部の運営 

・ 宝塚市立病院ＤＭＡＴが県、厚生労働省と連携し、本部の立上げを行い、

当面の責任者となる。 

・ 宝塚市立病院ＤＭＡＴの責任者は、統括ＤＭＡＴ登録者が到着後に、統括

ＤＭＡＴ登録者に権限を委譲する。 

・ 宝塚市立病院は、ＤＭＡＴ活動拠点本部の場所の確保などの支援を行う。 

・ 必要に応じて消防等関係機関からの連絡要員を受け入れる。 

イ 宝塚市立病院に設置されたＤＭＡＴ活動拠点本部が行う業務 

・ 参集したＤＭＡＴの指揮及び調整 

・ 阪神北圏域内の被災状況等の情報収集 

・ 必要な機材などの調達に関わる調整 

・ 県ＤＭＡＴ調整本部、県保健医療調整本部、県災害対策本部等との連絡、

報告及び調整 

・ 消防、自衛隊、医師会等の関連機関との連携及び調整 

・ ＤＭＡＴ病院支援指揮所等の指揮及び調整 

・ 必要に応じた、厚生労働省医政局災害医療対策室への情報提供 等 

 

 

④ その他の業務 

・ 情報収集・伝達            

・ 連携体制の整備 

・ 急性期から活動する災害派遣医療チームの派遣調整 

・ 救護所（救護センター）の設置・運営 

・ 医療機関（救急告示医療機関等）での受入等 

・ 患者搬送体制の確保          

・ ライフラインの確保 等 

  

【災害時におけるＤＭＡＴ指揮体制】 

県災害対策本部は、災害対策本部の内部組織と 
して、保健医療調整本部を立ち上げ、その指揮下 
にＤＭＡＴ県調整本部が設置される。また、ＤＭ 
ＡＴ県調整本部は、必要に応じて災害拠点病院等 
から適当な場所を選定し、ＤＭＡＴ活動拠点本部 
を設置する。 

ＤＭＡＴ活動拠点本部は、必要に応じて、ＤＭ 
ＡＴが活動する病院にＤＭＡＴ病院支援指揮所を、 
ＤＭＡＴが活動する災害現場等にＤＭＡＴ現場活動指揮所を設置する。 

保健医療調整本部 

県ＤＭＡＴ調整本部 

県災害対策本部 

ＤＭＡＴ活動拠点本部 

ＤＭＡＴ病院支援指揮所 
ＤＭＡＴ現場支援指揮所 
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（２）阪神北災害時保健医療対策会議の立ち上げ 

宝塚地域保健医療情報センター及び伊丹健康福祉事務所は市町域を超えて

広範囲に甚大な被害が発生し、多数の傷病者が予想される大規模災害の発生時には、

阪神北圏域を中心とした保健医療に関する情報の収集・共有や、保健医療活動の調

整を目的として、関係機関・団体等により構成する「阪神北災害時保健医療対策会

議」を設置・運営する。 

 

① 災害発生直後から５日後頃※までの間   

※ ＤＭＡＴ活動拠点本部の撤収時等 

ア 開催場所 

宝塚市立病院（災害対策本部あるいはＤＭＡＴ活動拠点本部） 

イ 開催頻度 

１日２回程度（状況が刻々と変化する時期であり、関係者とこまめに情報と

活動方針を共有するため） 

ウ 主な協議事項 

・ 圏域内の医療機関等の被災状況や診療状況等の把握 

・ ＤＭＡＴ活動内容等の把握 

・ 救護所の設置状況、活動状況等の把握 

・ 医療救護班の派遣・受入や患者の搬送等のコーディネート 

・ ＤＭＡＴ活動拠点本部の業務の引き継ぎ  等 

エ メンバー 

中心メンバーは表１のとおりとし可能な範囲での参集を求める。 

宝塚地域保健医療情報センター長、統括ＤＭＡＴ、災害拠点病院・医師会の

災害医療コーディネーターが会議運営の核となり、上記協議事項について合議

により方針を決定する。 

 

表１ 阪神北災害時保健医療対策会議メンバー（災害発生直後） 

○ 災害医療コーディネーター 

○ 宝塚市立病院 

○ 市立川西病院 

○ 自衛隊阪神病院 

○ 市町 

○ 宝塚地域保健医療情報センター 

○ 医療関係団体 

○ 市立伊丹病院 

○ 三田市民病院 

○ ＤＭＡＴ 

○ 市町消防 

○ 伊丹健康福祉事務所 
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② 災害発生後５日頃以降 

ア 開催場所 

宝塚健康福祉事務所（又は伊丹健康福祉事務所※） 

※ 被災の状況（被害が伊丹市・川西市・猪名川町に集中、あるいは、阪

神南地域からの搬送患者が伊丹市内に殺到している場合等）によっては、

伊丹健康福祉事務所で開催する。 

イ 開催頻度 

当初は１日２回程度。フェーズが進み外部からの保健医療活動チームが撤収

していく時期になったら、１日１回程度の開催とする。 

ウ 主な協議事項 

・ 保健医療活動チームの活動状況、把握された保健医療ニーズの情報共有 

・ 保健医療活動チームの派遣調整 

※ エリアライン制（あるエリアを同じ団体や自治体からのチームが班を

繋ぎながら継続的に担当する方法）の構築 

・ 救護所（救護センター）の設置・運営 

・ 医療機関（救急告示医療機関等）での受け入れ等 

・ 患者搬送体制、医薬品等、ライフライン（電気・ガス・水道等）の確保 

・ 地域医療体制の復旧に向けてのロードマップの検討 等 

エ メンバー 

中心メンバーは表２のとおりとし可能な範囲での参集を求める。 

宝塚地域保健医療情報センター長、災害拠点病院・医師会の災害医療コーデ

ィネーターが会議運営の核となり、上記協議事項について合議により方針を決

定する。 

 

表２ 阪神北災害時保健医療対策会議メンバー（災害発生後５日頃以降） 

○ 災害医療コーディネーター 

○ 宝塚市立病院 

○ 市立川西病院 

○ 自衛隊阪神病院 

○ 兵庫中央病院 

○ 保健医療活動チーム 

○ 市町消防 

○ 伊丹健康福祉事務所 

○ 医療関係団体 

○ 市立伊丹病院 

○ 三田市民病院 

○ 近畿中央病院 

○ ＤＭＡＴ 

○ 市町 

○ 宝塚地域保健医療情報センター 
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３ 急性期から活動する保健医療活動チームの派遣調整 

（１）ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム） 

ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム）はＰ．40 参照     

① 宝塚地域保健医療情報センター、伊丹健康福祉事務所及び市町は、ＥＭＩ

Ｓの入力状況又は医療機関から提供された情報等からＤＭＡＴの派遣が必要と

なる可能性がある場合（負傷者数や負傷内容あるいは、医療機関の被災状況から

通常の医療体制では負傷者に対応できない等）は、県医務課あるいは災害医療セ

ンター（災害救急医療情報指令センター）に連絡する。また、ＤＭＡＴの派遣が

必要になった場合は、県医務課あるいは災害医療センター（災害救急医療情報指

令センター）に派遣を要請する。 

 

② ＤＭＡＴ指定医療機関（宝塚市立病院）は県医務課あるいは災害医療セン

ター（災害救急医療情報指令センター）からＤＭＡＴの派遣要請があった場合は、

ＤＭＡＴを派遣する。 

 

③ 当圏域内に派遣されたＤＭＡＴは県保健医療調整本部ＤＭＡＴ調整班の指

揮の下、ＤＭＡＴ活動拠点本部においてＤＭＡＴの活動の指揮調整を行う。阪神

北災害時保健医療対策会議への指揮調整の引継ぎは、現地の状況を踏まえ県保健

医療調整本部ＤＭＡＴ調整班において決定する。 

 

【兵庫県要綱による待機要請基準】 

〇 県要綱による派遣（出動）基準に該当することが見込まれる場合 

・ 県内において、20 人以上の重症・中等症の傷病者が発生すると見込まれる

災害等 

・ 県内において、被災者の救出に時間を要する当、出動して対応することが

効果的であると認められる災害 等 

〇 次の場合は、要請を待たずにＤＭＡＴ出動のために待機 

・ 県内で震度５弱以上の地震が発生した場合 

・ 津波警報（大津波警報）が発表された場合 

・ 大規模な航空機事故、列車事故が発生した場合 等 
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（２）医療救護班 

① 市町は医療救護班の派遣が必要となる可能性がある場合は、管内の医師会及び

医療救護班を擁する病院（宝塚市立病院、自衛隊阪神病院、兵庫中央病院及び市

立伊丹病院）に対して待機の要請・調整を行う。また、医療救護班の派遣が必要

となった場合は、医師会等に対して直ちに派遣の要請・調整を行う。また、重症

被災患者数や傷病内容等から市町内だけでは医療従事者の確保が困難である場

合、または困難となる可能性がある場合は、７市１町（尼崎市、西宮市、芦屋市、

伊丹市、宝塚市、川西市、三田市及び猪名川町）の災害応急対策活動の相互応援

に関する協定に基づき医療救護班の派遣を要請する。または、宝塚地域保健医療

情報センター又は伊丹健康福祉事務所に医療救護班の派遣を要請する。 

医療救護班が到着するまでの間、市町は宝塚地域保健医療情報センター又は伊

丹健康福祉事務所及び医師会と連携し、医療救護班が必要な救護所に優先順位を

付けリストを作成しておく。 

 

図３ ＤＭＡＴの派遣要請フロー図 
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  派遣 

 18



② 宝塚地域保健医療情報センター及び伊丹健康福祉事務所は、市町から医療

救護班派遣の要請があった場合、又は自ら必要と判断した場合は、圏域内の医療

機関や医療関係団体等に医療救護班の派遣を要請する。また、重症被災患者数や

傷病内容等から圏域内で必要な医療従事者の確保が困難である場合、又は困難と

なる可能性がある場合は、県医務課に派遣を要請する。また、市町が迅速に医療

救護班の派遣要請を行えない場合も想定し、災害対策阪神北地方本部に集められ

た被害報告から、県医務課に医療救護班の派遣を要請し市町にその旨連絡する。 

③ 医療救護班が派遣された場合、市町、宝塚地域保健医療情報センター及び伊

丹健康福祉事務所は阪神北災害時保健医療対策会議の指揮調整に基づき、配置

調整、医療救護班への情報提供・活動内容等の情報収集等を行う。 

④ 医師会は市町、宝塚地域保健医療情報センター及び伊丹健康福祉事務所から医

療救護班の派遣要請があった場合は、あらかじめ定めていた救護所へ医療救護班

を派遣し、会員の被災状況から十分な医療救護班が組織できない場合は、市町に

連絡するとともに県医師会に医療救護班の派遣を要請する。 

 

図４ 医療救護班の派遣要請フロー図 
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⑤ 医療救護班を保有する病院（市立伊丹病院、宝塚市立病院及び兵庫中央

病院）は、市町、宝塚地域保健医療情報センター又は伊丹健康福祉事務所、県医

務課から医療救護班の派遣要請があった場合は、医療救護班を派遣する。また、

災害救急医療に関して迅速な対応を図るため、派遣要請がない場合でも、自らの

判断で医療救護班を派遣する。この場合、速やかに市町、宝塚地域保健医療情報

センター又は伊丹健康福祉事務所、県医務課に報告を行う。 

ただし、阪神北及び阪神南圏域の被害が甚大な場合は、院内での負傷者の受入

体制確立を優先する。 

 

（３）ＪＭＡＴ（日本医師会災害医療チーム） 

① 医師会は市町から医療救護班の派遣要請があったが、会員の被災状況から十分

な医療救護班が組織できない場合は、市町に連絡するとともに県医師会にＪＭＡ

Ｔの派遣を要請する。 

② ＪＭＡＴが派遣された場合、宝塚地域保健医療情報センター、伊丹健康福

祉事務所及び市町は、阪神北災害時保健医療対策会議の指揮調整に基づき、配

置調整、医療救護班への情報提供・活動内容等の情報収集等を行う。 

 

（４）ＤＰＡＴ（災害派遣精神医療チーム） 

ＤＰＡＴ（災害派遣精神医療チーム）はＰ．42 参照     

① 宝塚地域保健医療情報センター、伊丹健康福祉事務所及び市町はＤＰＡＴ

の派遣が必要となる可能性がある場合は、県障害福祉課に連絡する。また、ＤＰ

ＡＴの派遣が必要になった場合は、県障害福祉課に派遣を要請する。 

② ＤＰＡＴが派遣された場合、宝塚地域保健医療情報センター、伊丹健康福

祉事務所及び市町は阪神北災害時保健医療対策会議の指揮調整に基づき、配置

調整、ＤＰＡＴへの情報提供・活動内容等の情報収集等を行う。 

③ ＤＰＡＴを保有する病院は、県障害福祉課、県精神保健福祉センター又は県

こころのケアセンターからＤＰＡＴの派遣要請があった場合は、ＤＰＡＴを派遣

する。 
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（５）ＤＨＥＡＴ（災害時健康危機管理支援チーム） 

ＤＨＥＡＴ（災害時健康危機管理支援チーム）はＰ．44 参照     

① 宝塚地域保健医療情報センター、伊丹健康福祉事務所及び市町はＤＨＥＡ

Ｔの派遣が必要となる可能性がある場合は、県社会福祉課に連絡する。また、Ｄ

ＨＥＡＴの派遣が必要になった場合は、県社会福祉課に派遣を要請する。 

② ＤＨＥＡＴが派遣された場合、宝塚地域保健医療情報センター及び伊丹健

康福祉事務所は市町と連携し、配置調整を行う。 

 

 

 

 

 

図５ ＤＰＡＴの派遣要請フロー図 
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４ 救護所（救護センター）の設置・運営 

（１）市町は救護所の設置が必要と判断した場合は、速やかに救護所を開設するとと

もに医師会と医療救護班の配置について調整し、必要な医薬品及び衛生材料を調

達し、救護所に配置する。医療救護班の派遣が必要な場合は、宝塚地域保健医療

情報センター又は伊丹健康福祉事務所及び医師会に派遣を要請する。 

また、救護所設置予定場所にすべて救護所を開設しても負傷者に対応できない

場合は、阪神北災害時保健医療対策会議に救護センターの設置について協議を要

請する。 

救護所の設置状況や患者の診療状況等を取りまとめ、宝塚地域保健医療情報セ

ンター又は伊丹健康福祉事務所に連絡する。 

医療機関の復旧状況、受診者数及び疾病構造を勘案し地域医療に引き継ぐこと

が妥当と判断した場合は、救護所を廃止し、宝塚地域保健医療情報センターに連

絡する。 

（２）宝塚地域保健医療情報センター及び伊丹健康福祉事務所は市町から救護セ

ンターの設置要請があった場合、または市町の救護所だけでは患者への対応が困

難と見込まれる場合は、県保健医療調整本部と協議・調整の上、救護センターを

開設するとともに、市町及び県保健医療調整本部と連携し医療従事者の配置を調

整する。 

市町から報告を受けた救護所の設置状況や患者の診療状況等、また、自ら設置

した救護センターの設置状況や患者の診療状況等を取りまとめ、阪神北災害時保

健医療対策会議において関係機関と情報の共有を図るとともに、県保健医療調整

本部に連絡する。 

医療機関の復旧状況、受診者数及び疾病構造を勘案し、阪神北災害時保健医療

対策会議において救護所または地域医療に引き継ぐことが妥当と判断した場合

は、救護センターを廃止する。 

（３）医師会は市町からの要請に基づき救護所へ医療救護班を派遣し、救護所を運

営・管理する。阪神北災害時保健医療対策会議において関係機関・団体と連携を

取りながら、ＤＭＡＴ、医療救護班等と役割分担を行って活動する。 
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５ 医療機関（救急告示医療機関等）での受け入れ等 

（１）被災患者の受け入れ 

① 救急告示医療機関をはじめ全ての医療機関は大規模災害発生時に求められ

る二つの役割「在院患者（入院・外来患者）の安全確保」と「災害により負傷し

た患者の受入れ」を果たすため、各機関で定めている院内防災マニュアル等に基

づき対応する。 

② 特に、災害拠点病院（宝塚市立病院）は他の医療機関や救護所等からの被災

患者の受入拠点として重症患者を中心に受け入れる。多数の被災患者があるため

に、その受け入れが困難である場合は、宝塚地域保健医療情報センターに調整を

要請する。 

③ 医療機関（災害拠点病院を除く）は多数の被災患者があるために、その受け

入れが困難である場合は、市町に調整を要請する。 

④ 市町は市町内で受入医療機関の確保を図り、多数の被災患者があるために市町

内でその受入医療機関の確保が困難である場合は、宝塚地域保健医療情報センタ

ー又は伊丹健康福祉事務所に調整を要請する。 

⑤ 宝塚地域保健医療情報センター及び伊丹健康福祉事務所は災害拠点病院

及び市町から被災患者の受け入れ調整の要請があった場合は、阪神北災害時保健

医療対策会議の指揮調整に基づき、阪神北圏域内（必要に応じ隣接圏域内）で受

入医療機関の確保を行うとともに、確保が困難な場合は県医務課に調整を依頼す

る。 

 

（２）被災患者の診療状況の報告 

① 各医療機関は受け入れた被災患者の診療状況等をとりまとめ、広域災害救急

医療情報システム（ＥＭＩＳ）の導入機関はＥＭＩＳを通じて報告する。シ

ステムに参加していない医療機関は市町に報告する。 

② 市町はＥＭＩＳに参加していない医療機関から被災患者の診療状況等の報告

を受けた場合は、これを取りまとめ、宝塚地域保健医療情報センター又は伊丹健

康福祉事務所に連絡する。 

③ 宝塚地域保健医療情報センター及び伊丹健康福祉事務所は県保健医療調

整本部に連絡する。 
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６ 患者搬送体制の確保 

（１）市町及び市町消防は救急車、医療機関の患者搬送車、応急に調達が可能な車両

等の搬送車両を確保し、負傷者の救急搬送にあたる。 

搬送車両が不足するときは、７市１町（尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝

塚市、川西市、三田市、猪名川町）の災害応急対策活動の相互応援に関する協定

及び消防相互応援に関する覚書に基づき、救急搬送の応援要請を行う。７市１町

がともに被災し搬送手段が確保できない場合は、宝塚地域保健医療情報センター

又は伊丹健康福祉事務所に連絡する。 

（２）医療機関は多数の被災患者がある場合や、被災して入院患者の転院搬送が必要

な場合等であって医療機関内でその搬送手段の確保が困難であるときは、市町に

搬送手段の確保を要請する。また、災害拠点病院（宝塚市立病院）は宝塚地域保

健医療情報センターに連絡する。 

（３）宝塚地域保健医療情報センター及び伊丹健康福祉事務所は市町及び災害拠

点病院から被災患者の搬送調整の要請があった場合、又は市町・災害拠点病院レ

ベルで搬送手段の確保が困難であると見込まれる場合は、阪神北圏域内で搬送手

段の確保を行う。また、阪神北圏域内で被災患者の搬送手段の確保が困難である

場合は、県医務課に調整を要請する。 

 

 

７ 医薬品等の確保 

（１）市町は公立病院と連携し各救護所に必要な医薬品及び衛生材料を配置するとと

もに、医療機関、薬剤師会及び医薬品卸売販売業者より医薬品を調達する。 

また、医薬品卸売販売業者から搬送される医薬品等の集積基地を選定し、仕分

けや運搬のための人員･手段を確保し、迅速な供給に努める。 

医薬品等の確保が困難な場合は、宝塚地域保健医療情報センター又は伊丹健康

福祉事務所に連絡する。 

（２）宝塚地域保健医療情報センター及び伊丹健康福祉事務所は県医務課を通じ

て県薬務課に医薬品等の確保を要請する。 

（３）医師会は救護所で使用する医薬品及び衛生材料が不足する場合は、市町に医薬

品等の確保を要請する。 

（４）すべての医療機関（特に災害拠点病院、公立・公的病院及び自衛隊阪神病

院）は備蓄する医薬品及び衛生材料の活用を図り、ＤＭＡＴ・医療救護班に対し

て、携行用医薬品の供給・補給等を行う。 
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８ ライフライン（電気・ガス・水道・通信等）の確保 

（１）市町は地域防災計画に基づき優先復旧施設についての方針決定を行い、事業者

に早期復旧（優先復旧）を要請する。 

（２）医療機関はライフラインの被災状況を確認・把握し、ＥＭＩＳを通じて報告す

る。また、ＥＭＩＳが導入されていない医療機関は市町に報告する。 

（３）市町はＥＭＩＳが導入されていない医療機関からライフラインの被災状況の報

告を受けた場合は、これを取りまとめ、宝塚地域保健医療情報センター又は伊丹

健康福祉事務所に連絡する。また、地域防災計画に基づき優先復旧施設について

の方針決定を行い、事業者に早期復旧（優先復旧）を要請する。 

（４）宝塚地域保健医療情報センター及び伊丹健康福祉事務所は市町から医療機

関のライフラインの被災状況の報告を受けた場合は、これを取りまとめ、県医務

課に連絡する。 

   

  

９ 広報 

（１）住民への広報は、混乱を来たさないよう、原則、市町が一括して行う。 

各地域防災計画に定めた広報手段により宝塚地域保健医療情報センター又は

伊丹健康福祉事務所と連携し、救護所の開設場所、受診可能な医療機関等につい

て住民へ情報提供行う。 
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 Ⅳ 災害発生時の避難所、在宅避難者を中心とした対応      

１ 二次健康被害の予防 

（１）災害時には市町が指定した避難所及び福祉避難所が開設される。また、災害の

規模や種類によっては自主避難所の存在も想定される。ライフラインの断絶によ

る環境衛生の悪化や避難所等での集団生活による慢性疾患の悪化、深部静脈血栓

症、口腔衛生の悪化、栄養不足、生活不活発病、精神的ストレスなど、被災者が

置かれた環境により引き起こされる二次的健康被害は多岐にわたる。 

このため、市町、宝塚地域保健医療情報センター及び伊丹健康福祉事務所

は数多くの避難所についてアセスメントを行いながら、季節や気候の影響も考慮

して予想される健康被害のリスクに対して先手の保健・医療対策を講じる必要が

ある。 

「図１ 災害時保健医療活動タイムライン」はＰ．４～５参照 

（２）災害時には、避難所に避難した人々だけでなく、被災した家屋やライフライン

が途絶した中、自宅軒下等で避難生活を送っている人や車中泊をしている避難者

もいる。これらの中には、障害を抱えている、乳幼児がいる、ペットがいる等の

理由により避難所外での避難生活を余儀なくされているケースも少なくない。在

宅避難者や車中泊の人々は実態把握が難しく支援が遅れる場合がある。 

このため、市町、宝塚地域保健医療情報センター及び伊丹健康福祉事務所

は場合によっては、避難所や居宅等を訪問して状況把握や健康相談などを実施す

る。 

（３）市町、宝塚地域保健医療情報センター及び伊丹健康福祉事務所は、医療が

必要な（又は診療が中断されている）被災者に対しては、受診を促す。 

 

 

２ 保健活動チームの派遣調整 

（１）宝塚地域保健医療情報センター、伊丹健康福祉事務所及び市町は被災者に

対する健康状態の悪化予防を図るために保健活動チーム（保健師・栄養士・歯科

衛生士）の派遣調整が必要な場合は、宝塚地域保健医療情報センター及び伊丹

健康福祉事務所から県健康増進課に派遣を要請する。 

（２）保健活動チームが派遣された場合、宝塚地域保健医療情報センター、伊丹健

康福祉事務所及び市町は阪神北災害時保健医療対策会議の指揮調整に基づき、

配置調整、保健活動チームへの情報提供・活動内容等の情報収集等を行う。 
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３ 医療従事者の派遣調整 

（１）宝塚地域保健医療情報センター、伊丹健康福祉事務所及び市町は避難所で

の巡回診療等の医療救護の実施について、医療従事者（医師、歯科医師、看護師

等）の確保が困難である場合、または困難となる可能性がある場合には、県医務

課に派遣を要請する。 

（２）医療従事者（ＪＭＡＴや日赤救護班等）が派遣された場合、宝塚地域保健医

療情報センター、伊丹健康福祉事務所及び市町は阪神北災害時保健医療対策

会議の指揮調整に基づき、配置調整、医療従事者への情報提供・活動内容等の情

報収集等を行う。 

 

 

４ 透析患者への医療対策  

（１）宝塚地域保健医療情報センター、伊丹健康福祉事務所及び市町は災害時透

析医療リエゾン等と連携し、透析実施施設の状況等を迅速に把握する。 

（２）医療機関は人工透析患者等への医薬品・医療機材を適切に確保する。 

 

【日本透析医会を中心とした情報収集及び連絡※】 

※人工透析患者の受療状況、透析医療の稼働状況、水・医薬品の確保状況 

○ 日本透析医会は災害時情報ネットワークを立ち上げ、まず情報収集を図

る。 兵庫県内の関係団体では、実働部隊として臨床工学技士を中心とし

た透析医療リエゾン※が情報収集を行う。 

※ 透析医療リエゾンは保健所管轄ごとに 1 名以上が任命されている。 

○ 災害時ネットワーク等で得られた情報をもとに兵庫県透析医会が定め

た災害時透析拠点施設を中心に、透析患者の受け入れ対応を実施する。透

析リエゾンは、多くの患者受入れにあたり、水・医薬品の確保を具体的に

対応するための情報収集を行う。 

○ 被災地域で透析が困難な場合、日本透析医会により支援透析（患者搬送

先・搬送手段の確保）を実施する。 

○ 被災地域で透析可能な施設の透析スタッフの業務支援のためにＪＨＡ

Ｔ（日本災害時透析医療協働支援チーム）を派遣する。 

（「災害時透析医療リエゾンの役割」（兵庫県臨床工学技士会災害対策委員会作

成資料」より抜粋） 
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（３）また、宝塚地域保健医療情報センター、伊丹健康福祉事務所及び市町は人

工透析患者等に対する治療が滞ることがないよう、医薬品等の確保支援や対応可

能な医療機関の情報の提供等に努める。 

 

 

５ 感染症の防止対策 

（１）市町、宝塚地域保健医療情報センター及び伊丹健康福祉事務所は管内で感

染症の発生の恐れがある場合は、速やかに防疫用資材を提供し、住民等の協力の

もと防疫活動を計画的・継続的に実施する。 

被災地内で感染症患者が発生した場合は、速やかに疫学調査等を実施し、患者

の収容や汚染範囲の消毒等に努める。 

感染症の発生動向調査を実施することにより、感染症の流行状況を把握し、拡

大防止に努める。 

 

６ 難病患者等への医療対策 

（１）宝塚地域保健医療情報センター、伊丹健康福祉事務所及び市町は管内の人

工呼吸器等を装着する難病患者等の被災状況、停電の影響等の確認、対応等に努

める。 

（２）医療機関は難病患者等への医薬品を適切に確保する。 

（３）また、宝塚地域保健医療情報センター、伊丹健康福祉事務所及び市町は難

病患者等に対する治療が滞ることがないよう、医薬品等の確保支援や対応可能な

医療機関の情報の提供等に努める。 

（４）宝塚地域保健医療情報センター、伊丹健康福祉事務所及び市町は医療が必

要な（又は診療が中断されている）難病患者に対しては受診を促す。 

 

 

７ 精神障害者への医療対策 

（１）宝塚地域保健医療情報センター、伊丹健康福祉事務所及び市町は精神障害

者の所在の確認等に努め、継続的医療の確保に努める。 

（２）宝塚地域保健医療情報センター、伊丹健康福祉事務所及び市町は県障害福

祉課、県精神保健福祉センター及びこころのケアセンターと連携して、避難所等

で精神障害者及びその家族への巡回相談を行うとともに、精神疾患の急発・急変

等に備える。 
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８ 被災者のこころのケア対策 

（１）市町、宝塚地域保健医療情報センター及び伊丹健康福祉事務所は災害がメ

ンタルヘルスに与える影響に長期的に対応するため、県障害福祉課、県精神保健

福祉センター及びこころのケアセンターと連携してこころのケア体制を整える。 

（２）市町、宝塚地域保健医療情報センター及び伊丹健康福祉事務所は医療が必

要な被災者に対しては受診を促す。 

 

 

９ 歯科保健・医療対策 

（１）市町、宝塚地域保健医療情報センター及び伊丹健康福祉事務所は、県健康

増進課、歯科医師会等関係団体と連携を図り、歯科衛生士等による巡回歯科保健

指導を行い、被災者の口腔機能の維持・向上に努める。 

（２）市町、宝塚地域保健医療情報センター及び伊丹健康福祉事務所は、県健康

増進課と連携し、歯科治療が必要な（又は治療が中断されている）被災者に対し

ては受診を促す。 
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 Ⅴ 基本情報                        

１ 想定する災害 

(1) 内陸部地震 

兵庫県内には六甲・淡路島断層帯、有馬－高槻断層帯、山崎断層帯、中央構

造線断層帯、また、県外にも上町断層帯など多くの活断層が分布しており、兵

庫県での強い揺れが想定される。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表３ 阪神北圏域内で震度６弱以上の揺れを生じさせる地震 

 市町内震度の最大値 
30年以内の 

地震発生確率 
伊丹市 宝塚市 川西市 三田市 猪名川町 

海溝型地震 南海トラフ巨大地震 Ｍ9.0 ６強 ６弱 ６弱 ５強 ５強 ― 

内陸型地震 

（活断層 

（主要）） 

有馬－高槻断層帯 Ｍ7.7 ７ ７ ７ ６弱 ６弱 0.1%未満 

六甲・淡路断層帯（六甲山地

南縁－淡路島東岸） 
Ｍ7.9 ７ ７ ７ ６弱 ６強 0.1～3% 

六甲・淡路断層（淡路島西岸） Ｍ7.1 ６弱 ５強 ５強 ４以下 ４以下 ほぼ 0% 

山崎断層帯（主部南東部） Ｍ7.3 ６弱 ５強 ５強 ５強 ４以下 0.1%未満 

山崎断層帯（主部南東部・草

谷断層） 
Ｍ7.5 ６弱 ６弱 ５強 ５強 ４以下 ほぼ 0% 

山崎断層帯（大原・土方・安

富・主部南東部） 
Ｍ8.0 ６弱 ６弱 ６弱 ５強 ４以下 － 

中央構造線断層帯（金剛山地

東縁－和泉山脈南縁） 
Ｍ7.7 ６弱 ５強 ５強 ４以下 ４以下 － 

上町断層帯 Ｍ7.5 ７ ７ ６強 ５強 ６弱 3%以上 

生駒断層帯 Ｍ7.5 ６強 ６弱 ６強 ４以下 ５弱 0.1～3% 

三峠－京都西山断層帯（京都

西山断層帯） 
Ｍ7.6 ７ ６強 ７ ５強 ５強 0.1～3% 

三峠－京都西山断層帯（三峠

断層帯） 
Ｍ7.2 ６弱 ５強 ５強 ５弱 ５弱 0.1～3% 

大阪港断層帯 Ｍ7.5 ６弱 ６弱 ６弱 ５弱 ４以下 0.1%未満 

花折断層帯中南部 Ｍ7.4 ６弱 ５強 ６弱 ４以下 ５弱 － 

奈良盆地東縁断層帯 Ｍ7.4 ６弱 ５強 ５強 ４以下 ４以下 3%以上 

活断層 

（主要以外） 
御所谷断層帯 Ｍ7.2 ５強 ５強 ５強 ６強 ５強 － 

（出典：兵庫県の地震被害想定（内陸型活断層）、兵庫県 南海トラフ巨大地震津波被害想定） 
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 (2) 南海トラフ巨大地震 

南海トラフでは、これまでに繰り返し大地震が発生し、近年では昭和 19 年

（1944 年）に昭和東南海地震、昭和 21 年（1946 年）に昭和南海地震が発生

し、地震動や津波により甚大な被害が生じた。これらの地震発生から既に 70
年以上が経過し、南海トラフにおける次の大地震発生の可能性が高まっている。

発生時には、東海・東南海・南海地震が連動して発生する可能性もあり、広範

囲に及ぶ被害が予想される。 
阪神北圏域では、６強から５強の震度が予想されている。重傷者及び死者の

一部（入院後亡くなる場合を想定）による入院需要は圏域で約 60 床であり、

圏域内の医療機関の対応可能病床数を単純に合計すれば充足するが、多数の病

床不足が生じる阪神南圏域からの広域搬送に備える必要がある。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

表４ 死傷者数の合計 

 
冬早朝５時 夏昼間 12 時 冬夕方 18 時 

死者 負傷者 重傷者 死者 負傷者 重傷者 死者 負傷者 重傷者 

神 戸 3,334 4,711 766 9,344 5,902 1,331 7,209 5,782 1,133 

阪神南 14,985 10,522 2,787 15,459 9,501 2,844 15,390 9,896 2,835 

阪神北 48 1,232 62 24 668 54 54 857 59 

東播磨 613 7,342 824 421 6,097 785 613 5,649 690 

北播磨 8 680 18 9 750 42 10 741 25 

中播磨 369 2,476 333 404 2,755 425 435 2,790 409 

西播磨 915 1,755 340 938 2,140 391 945 2,093 366 

但 馬 0 7 0 0 16 9 9 8 0 

丹 波 0 15 0 0 19 0 0 16 0 

淡 路 2,827 7,945 1,872 2,498 6,031 1,290 2,791 6,509 1,538 

（出典：兵庫県 南海トラフ巨大地震津波被害想定） 
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表５ 医療需給 

 
入院需要量 医療機関の 

対応可能患者 

（病床）数 冬早朝５時 夏昼間 12 時 冬夕方 18 時 

神 戸 784 1,343 1,152 2,330 

阪神南 2,802 2,851 2,853 1,261 

阪神北 69 59 66 1,091 

東播磨 871 808 732 582 

北播磨 22 46 29 598 

中播磨 342 437 424 488 

西播磨 346 397 374 420 

但 馬 0 0 0 283 

丹 波 0 0 0 212 

淡 路 1,935 1,350 1,633 147 

（出典：兵庫県 南海トラフ巨大地震津波被害想定） 
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２ 阪神北圏域の医療資源・救急搬送資源 

(1) 医療資源 

阪神北圏域内には、平成 30 年３月末日現在、医療施設は病院 36、一般診療

所 612（うち有床診療所 20）、歯科診療所 382 があり、病床数は、一般 4,690、
療養 2,386、精神等 1,632 となっている。救急告示医療機関は 15 病院、１診療

所である。また、各市に市民病院が整備され、地域の開業医や保健・福祉関係

図６ 災害拠点病院位置図 

公立豊岡病院 

公立八鹿病院 

姫路赤十字病院 

西脇市立西脇病院 

県立柏原病院 

宝塚市立病院 

県立西宮病院 

赤穂市民病院 

県立姫路循環器病センター 

県立加古川医療センター 

県立淡路医療センター 

兵庫医科大学病院 

国立病院機構 
姫路医療センター 

県立尼崎総合 
医療センター 

神戸大学 
医学部附属病院 
 

神戸市立医療センター 
中央市民病院 

兵庫県災害医療センター 
神戸赤十字病院（基幹） 

（出典：兵庫県保健医療計画（平成 30 年改定）） 
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者と連携しながら、地域医療連携体制を構築するとともに、阪神南地域の県立

尼崎総合医療センター（尼崎市）、兵庫医科大学病院（西宮市）及び県立西宮病

院（西宮市）を３次医療機関として活用し、１次、２次、３次の救急医療体制

を整備している。 
災害拠点病院については、圏域内では宝塚市立病院が指定を受け、DMAT が

１チームある。阪神南圏域では県立尼崎総合医療センター、兵庫医科大学病院

と県立西宮病院が指定を受けている。 
また、宝塚市立病院の３名の医師・看護師、伊丹市・宝塚市・川西市医師会

の計３名の医師が災害医療コーディネーターの委嘱を受けている。 
 

(2) 救急搬送資源 

各市町には消防組織があり、阪神北圏域全体では、救急隊数は 23 隊、救急

車台数は 28 台あり、救急隊員数は 339 名（うち専任は 134 名）、救急救命士

は専任・兼任問わず 143 名いる（平成 30 年４月１日現在、平成 30 年版兵庫

県消防防災年報より）。 
また、病院救急車を有する病院は８か所（計９台）である（平成 31 年４月

１日現在、令和元年度救急医療提供体制現況調べ）。 
圏域内の大阪国際空港（伊丹空港）は、大規模災害時には SCU が設置され、

広域医療搬送及び域内搬送の拠点になると想定される。 
圏域内のヘリコプター臨時離着陸場適地は 24 か所あるが、そのうち 10 か

所は大阪国際空港の管制圏内である。 
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３ 広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ） 

（Emergency Medical Information System） 

(1) ＥＭＩＳとは 

1995 年に発生した阪神・淡路大震災での教訓をもとに、災害時に被災した

都道府県を越えて医療機関の稼働状況など災害医療に関わる情報を共有し、

被災地域での適切な医療・救護にかかわる情報を集約・提供する、厚生労働

省が運営しているシステムである。 

（EMIS ホームページ：ttps://www.wds.emis.go.jp ） 

EMIS は DMAT、医療救護班、医療機関、都道府県や市町、健康福祉事務所、

消防機関なども活用することで、情報を共有し円滑な連携が行われる。 

 

(2) ＥＭＩＳの機能 

① 病院の被災状況、避難所情報及び救護所情報を入力、確認できる。 

 

表６ 病院の被災状況、避難所等情報 

病 院 
倒壊状況、ライフラインの状況、医薬品・衛生資材の状況、 

患者受診状況、職員の状況等 

避難所 
避難所人数、医療の提供状況、ライフラインの状況、生活環境の衛生

面、食事、配慮を要する人数、服薬者数、有症状者数等 

救護所 診療患者数・診断名、医療物資情報等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図７ ＥＭＩＳ トップ画面 
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② 避難所及び救護所で活動する救護班の情報を随時集約、提供する。 

③ DMAT の活動管理 

・ DMAT 都道府県調整本部や活動拠点本部などの体制図、連絡先や活動記録

を確認できる。 

・ 緊急情報欄を用いた一斉通報機能を有する。また、掲示板にも DMAT を

はじめ EMIS にログイン可能な団体がその活動を入力できるため、情報共有

の場として活用できる。 

 

 

  

図８ ＥＭＩＳの機能 

（出典：第８回救急・災害医療提供体制等の在り方に関する検討会（平成 30 年 9 月 27 日）資料） 
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４ 災害時診療概況報告システム（Ｊ－ＳＰＥＥＤ） 

（Surveillance in Post Extreme Emergencies and Disasters – Japan version） 

（J-SPEED 情報提供サイト：https://www.j-speed.org ） 

(1) Ｊ－ＳＰＥＥＤとは 

J-SPEED とは、「災害時の診療録のあり方に関する合同委員会」（日本医師

会・日本災害医学会・日本救急医学会・日本診療情報管理学会・日本病院会・

日本精神科病院協会・国際協力機構）が提唱する災害医療支援活動における診

療情報管理のシステムである。 

東日本大震災において、①標準診療記録様式が無かったため医療者間での診

療情報の引継ぎが困難となり、被災傷病者への継続診療に支障が生じたこと、

②標準診療日報が無かったため救護所や避難所にどのような患者が何人いた

かの把握が困難で、医療活動の調整の効率性に課題があったこと、を教訓に開

発された。 

熊本地震（2016 年）で初めて大規模稼働し、その後、九州北部豪雨（2017 年）、

平成 30 年豪雨（2018 年）でも活用された。 
 

(2) Ｊ－ＳＰＥＥＤの機能 

避難所を巡回する医療チームが、避難所ごとの患者数や症状をデータ化し集

約するシステムで、電子化を前提としてデザインされているが、紙様式による

運用も可能である。なお、スマートフォンアプリ（J-SPEED＋）や集計用 web
の導入により、リアルタイムでの報告・共有も可能となっている。 

このシステムを活用することで、被災者の医療ニーズの分布や推移を医療関

係者とともに活動調整本部等が迅速に把握することが可能となることから、受

援に係る調整を支援する機能を果たすことも想定されている。 
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（出典：ＤＨＥＡＴ活動ハンドブック資料編） 
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５ 災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ） 

（Disaster Medical Assistance Team） 
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（出典：ＥＭＩＳ掲載「都道府県担当者研修資料『災害医療体制と DMAT』」） 
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６ 災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ） 

（Disaster Psychiatric Assistance Team） 

 42



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：リーフレット「ＤＰＡＴとは」（ＤＰＡＴ事務局、平成 30 年３月）） 
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７ 災害時健康危機管理支援チーム（ＤＨＥＡＴ） 

（Disaster Health Emergency Assistance Team） 

(1) ＤＨＥＡＴとは 

重大な健康事案が発生した際に、 

① 健康危機管理に必要な情報収

集、分析や全体調整などを目的。 

② 都道府県等の健康危機管理にか

かる指揮調整等に関する専門的な

研修・訓練を受けた都道府県及び

指定都市の職員をあらかじめ登録

およびチーム編成。 

③ 被災した都道府県に派遣し、被

災地県庁および保健所に設置され

る健康危機管理組織の長による指

揮調整機能等を補佐するもの。 

 

(2) 活動内容 

① 任務 

急性期から慢性期までの医療提供体制の再構築及び避難所等における保健

予防活動と生活環境衛生に係る情報収集、分析評価、連絡調整等のマネジメ

ント業務を支援することにより二次的な健康被害を最小化すること。 

② 市町村への支援 

都道府県型保健所管内の市町村（被災者支援の主な実施主体）への支援活

動。 

③ 業務 

ａ．危機管理組織の立ち上げ 

ｂ．マネジメント業務支援 

・ 被災情報の収集と分析評価、対策の企画立案 

・ 後方への支援要請と派遣調達 

・ 組織・職種横断的な調整（支援チーム、各団体等） 

ｃ．活動報告、記録、引継ぎ 

 

 

 

図９ ＤＨＥＡＴの活動理念 
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(3) 構成 

① 登録された隊員の中から１組あたり５名程度で構成。 

ａ．公衆衛生医師 

ｂ．保健師 

ｃ．業務調整員（ロジスティクス） 

ｄ．それ以外の医療従事者で適宜構成 

   （薬剤師、獣医師、管理栄養士、精神保健福祉士、臨床心理技術者など） 

② 専門的研修・訓練を受けた都道府県及び指定都市の職員で構成。必要に応

じて同一都道府県の指定都市、中核市その他の保健所設置し又はその他の行

政職員を追加。 

 

(4) 活動期間 

① １組あたりの活動期間は１週間以上を標準とする。 

② 必要に応じ同じ地域に同一の都道府県のチームを数週間から数ヶ月継続し

て派遣すること可能とする。 

図 10 災害時健康危機管理支援チーム（ＤＨＥＡＴ）の応援派遣 

（出典：災害時健康危機管理支援チーム活動要領について（厚生労働省健康課長通知）） 
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８ 保健医療調整本部 

(1) 国の動き 

「大規模災害時の保健医療活動に係る体制の整備について」（平成 29 年 7 月

5 日付け科発 0705 第 3 号・医政発 0705 第 4 号・健発 0705 第 6 号・薬生発 0705

第 1 号・障発 0705 第 2 号厚生労働省大臣官房厚生科学科長、医政局長、健康

局長、医薬・生活衛生局長及び社会・援護局障害保健福祉部長連名通知）にお

いて、保健医療活動チームの派遣調整、保健医療活動に関する情報の連携、整

理及び分析等の保健医療活動の総合調整を行う保健医療調整本部を設置し、保

健所、保健医療活動チームその他の関係機関と連携を図り、全体としてマネジ

メントする機能を構築することが示された。 

 

(2) 兵庫県の対応 

本県に係る大規模災害が発生した場合、兵庫県災害対策本部設置要綱に基づ

き、災害対策本部の内部組織として、健康福祉部長を本部長とする保健医療調

整本部を立ち上げる。 

 

表７ 兵庫県保健医療調整本部の体制 

班名 構成機関 調整等を行う支援者（チーム） 

DMAT 調整 

班（調整本部） 

県医務課 

県災害医療センター 
災害時派遣医療チーム（DMAT） 

医療救護班 

調整班 

県医務課 

県災害医療センター 

医療救護班（日赤救護班、国公立病

院救護班、医師会災害医療チーム

（JMAT）） 

DPAT 調整班 

県障害福祉課 

県精神保健福祉センター 

県こころのケアセンター 

災害派遣精神医療チーム（DPAT） 

DHEAT 
調整班 

県社会福祉課 

関係健康福祉事務所 

災害時健康危機管理支援チーム

（DHEAT） 

保健活動 

調整班 
県健康増進課 

保健活動従事者（保健師・栄養士・

歯科衛生士） 
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① 業務内容 

・ 保健医療活動チームの派遣調整 ・ 保健医療活動に関する情報連携 

・ 保健医療活動に係る情報の整理及び分析 等 

② 県内外から応援に駆けつける保健医療活動チームの活動を調整するため、調

整のための組織（各調整班）を立ち上げる。 

③ 災害医療コーディネーター等の関係者も参画する。 

図
1
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Ｎｏ．１

電　話 Ｆ Ａ Ｘ

072-775-1114 072-775-1116 伊丹市千僧1-1

0797-86-1114 0797-87-1401 宝塚市小浜4-5-4

072-759-6950 072-757-5301
川西市中央町12-
2

079-564-2767 079-560-2650
三田市中央町19-
16

072-785-3737 072-785-3738
伊丹市昆陽3-
314-1-108

0797-62-7395 0797-62-7396
宝塚市伊孑志3-
8-20

072-756-7516 072-756-7517
川西市中央町5-
5-４Ｆ

079-560-2788 079-562-7770
三田市あかしあ
台5-32-1

ウッディ調剤薬
局、田畑会長

072-783-0133 072-783-0089
伊丹市昆陽池1-
40

0797-81-4050 0797-81-5778
宝塚市小浜2-1-
30

072-757-5868 072-740-1061
川西市火打1-12-
16

079-562-1818 079-562-1819
三田市対中町2-
13

若林歯科医院内

危機管理室 072-784-8166 072-784-8172 伊丹市千僧1-1
東館（防災ｾﾝ
ﾀｰ）

健康政策課 072-784-8034 072-784-8139 伊丹市千僧1-1 保健センター

総合防災課 0797-77-2078 0797-77-2102 宝塚市東洋町1-1 本庁2階

健康推進課 0797-86-0056 0797-83-2421 宝塚市小浜4-4-1 健康ｾﾝﾀｰ

危機管理課 072-740-1145 072-740-1320
川西市中央町12-
1

市役所4階

健幸政策課 072-758-4721 072-758-8705
川西市中央町12-
1

保健センター

危機管理課 079-559-5057 079-559-1254 三田市三輪2-1-1 本庁舎3階

健康増進課 079-559-5701 079-559-5705 三田市川除675
総合福祉保健ｾ
ﾝﾀｰ2階

総務課危機管理
室

072-766-8703 072-766-3732
猪名川町上野字
北畑11-1

本庁舎2階

住民保険課健康
づくり室

072-766-1000 072-766-4414
猪名川町紫合字
北裏763

保健センター

伊丹市医師会

三田市薬剤師会

伊丹市薬剤師会

川西市

歯
医
会

三田市医師会

川西市医師会

宝塚市薬剤師会

資料１　災害時保健医療関係機関連絡先

連　絡　先
備　　考機　関　名

三田市

所　在　地

川西市薬剤師会

宝塚市歯科医師会

川西市歯科医師会

三田市歯科医師会

伊丹市歯科医師会

医
師
会

薬
会

宝塚市医師会

宝塚市

市
町

伊丹市

猪名川
町
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Ｎｏ．２

電話 ＦＡＸ

072-783-0123 072-783-5578 伊丹市昆陽1-1-1

0797-73-1141 0797-77-3951
宝塚市伊孑志3-
14-61

072-759-0119 072-757-3379
川西市火打1-15-
23

079-564-0119 079-563-1230 三田市下深田396

072-766-0119 072-766-8831
猪名川町紫合字
古津側山4-10

078-241-3131
神戸市中央区脇
浜海岸通1-3-1

医務課 078-362-9124 078-362-4267

疾病対策課 078-362-3262 078-362-9474

健康増進課 078-362-9127 078-362-3913

薬務課 078-362-9133 078-362-4713

生活衛生課 078-362-9131 078-362-3970

総務企画室総務
防災課

0797-83-3125 0797-86-4379
宝塚市旭町2-4-
15

宝塚健康福祉事
務所

0797-72-0054 0797-61-5188 宝塚市東洋町2-5

伊丹健康福祉事
務所

072-785-7461 072-777-4091 伊丹市千僧1-51

0797-87-1161 0797-87-5624 宝塚市小浜4-5-1

－ － 名簿１－１

－ － 名簿３－１

－ － 名簿３－２

072-784-8171 伊丹市千僧1-1

0797-81-0003 宝塚市小浜4-4-1

072-759-8711
川西市中央町12-
2

079-556-5005
三田市天神1-10-
14

三田市休日応急診療セン
ター

医
療
機
関

透析可能医療機関

川西市休日応急診療所

宝塚市消防本部

病院

災害拠点病院：宝塚市立
病院

三田市消防本部

宝塚市立休日応急診療所

伊丹市消防局

川西市消防本部
消
防

有床診療所

県災害医療センター

伊丹市立休日応急診療所

機関名

兵
庫
県

県民局

猪名川町消防本部

神戸市中央区下
山手通5-10-1

所在地
連絡先

備　考
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Ｎｏ．３

電話 ＦＡＸ

072-771-0110 072-785-0110
伊丹市千僧1-51-
２

0797-85-0110 0797-86-9090
宝塚市旭町1-2-
30

072-755-0110 072-759-0730
川西市丸の内町
1-1

079-563-0110 079-562-0110
三田市天神1-10-
1

上下水道局経営
企画課

072-783-1600 072-783-4609 伊丹市昆陽1-1-2
上下水道局庁舎
２階

夜間受付 072-783-8569 072-779-6159 伊丹市広畑6-1 千僧浄水場

上下水道局総務
課

0797-73-3688 0797-72-5381 宝塚市東洋町1-3
上下水道局庁舎
3階

緊急時夜間等相
談窓口

080-1486-
1273

施設部長 下野泰
弘

施設部長 下野
泰弘

上下水道局経営
企画課

072-740-1261 072-740-1314
川西市中央町12-
1

市役所3階

夜間等窓口 072-759-4873 川西市久代3-2-1 久代浄水場

上下水道部上水
道課

079-559-5156 079-562-0810 三田市三輪2-1-1 3号庁舎1階

緊急時夜間等相
談窓口

079-563-4840
三田市天神2-1-
31

古城浄水場

まちづくり部上下
水道課

072-766-8716 072-766-7765
猪名川町上野字
北畑11-1

第2庁舎1階

夜間等窓口 072-766-8115
猪名川町上野字
北畑11-1

中央監理所

生活環境課 072-781-5371 072-784-8053 伊丹市千僧1-1 市役所3階

市営斎場 072-782-2176
伊丹市船原2-4-
20

生活環境課 0797-77-2073 0797-71-1159 宝塚市東洋町1-1 本庁1階

市営火葬場 0797-87-7133
宝塚市川面字長
尾山15-423

環境衛生課 072-758-3262 072-740-1336
川西市中央町12-
1

市役所3階

市斎場 072-799-0331
川西市柳谷時鷹
尾山柿木谷10-1

環境創造課 079-559-5080 079-562-3555 三田市三輪2-1-1 本庁舎4階

三田市聖苑 079-569-1215
三田市下槻瀬
748-1

産業観光課環境
対策室

072-767-7116 072-766-7725
猪名川町上野字
北畑11-1

本庁舎1階

猪名川町霊照苑 072-768-1206
猪名川町木津字
奥山47-3

080-0777-
8043

尼崎市西長洲町
2-33-60

0800-777-
8047

三田市福島字宮
野前501-26

078-393-9190
神戸市中央区海
岸通11

伊丹市

火
葬
場

川西市

猪名川
町

猪名川
町

伊丹市

川西市

所在地 備　考機関名
連絡先

そ
の
他

伊丹警察署

川西警察署

関西電力阪神営業所

関西電力三田営業所

西日本電信電話兵庫支店

宝塚警察署

宝塚市

三田市

宝塚市

三田市

三田警察署

水
道

警
察
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電　　話 Ｆ Ａ Ｘ

み や そ う 病 院 北野2-113-3
072-

777-1351
072-

777-7722
内・循内・消内・脳・外・糖内・
整・ﾘﾊ・こう外・放・呼内

医 療 法 人 水 光 会
伊 丹 天 神 川 病 院

北野6-38
072-

781-5577
072-

779-8923
内・心内・精・神

医 療 法 人 社 団 豊 明 会
常 岡 病 院

行基町2-5
072-

772-0531
072-

772-0014
内・消内・循内・外・整・ﾘﾊ・
放・皮

公 立 学 校 共 済 組 合
近 畿 中 央 病 院

車塚3-1
072-

781-3712
072-

779-1567

小・内・外・整・皮・泌・産婦・
耳・眼・放・麻・精・歯・歯外・
消外・脳・形外・リハ・病診・循
内・脳内

伊 丹 恒 生
脳 神 経 外 科 病 院

西野1-300-1
072-

781-6600
072-

781-6605
循内・消外・整・脳・リハ・神内

市 立 伊 丹 病 院 昆陽池1-100
072-

777-3773
072-

781-9888

小・内・消内・循内・血内・外・
整・脳・皮・小外・泌・耳・産
婦・眼・麻・心内・歯外・呼内・
呼外・老内・ｱﾚﾘｳ・形外・精・
病・乳外・放診・放治・糖内代
内・リハ・心外・消外

祐 生 病 院 山田5-3-13
072-

777-3000
072-

777-1655
内・形・整・ﾘﾊ・放・麻

医 療 法 人 社 団 星 晶 会
あ お い 病 院

荒牧6-14-2
072-

778-8110
072-

778-8115
腎内（人透）

医 療 法 人 晴 風 園
伊 丹 せ い ふ う 病 院

鋳物師5-79
072-

778-0500
072-

778-0530
内・ﾘﾊ・整・皮

医 療 法 人 晴 風 園
阪 神 ﾘ ﾊ ﾋ ﾞ ﾘ ﾃ ｰ ｼ ｮ ﾝ 病 院

大野1-59-3
072-

783-3388
072-

783-9933
内・ﾘﾊ

医 療 法 人 尚 和 会
宝 塚 第 一 病 院

向月町19-5
0797-

84-8811
0797-

87-9606

小・小外・内・呼内・循内・外・
整・ﾘﾊ・脳・泌・こう外・皮・形・
ﾘｳ・ｱﾚ・眼・放・麻・美・神内・
消内・糖内・腎内・消外・乳甲
外・ぺ外・脊椎髄外

こ だ ま 病 院 御殿山1-3-2
0797-

87-2525
0797-

86-7725
内・外・整・ﾘﾊ・泌・脳・放・消
内・糖内・消外・リウ・救・循内

宝 塚 市 立 病 院 小浜4-5-1
0797-

87-1161
0797-

87-5624

小・内・外・整・ﾘﾊ・心内・心
外・呼内・呼外・産婦・消内・
循内・脳・皮・泌・耳・眼・麻・
歯外・形・腎内・血内・緩内・
救急・ﾘｳ・腫内・病・糖内・放
診・放治

医 療 法 人 愛 心 会
東 宝 塚 さ と う 病 院

長尾町2-1
0797-

88-2200
0797-

88-5782
内・循内・外・ﾘﾊ・形・麻・心
外・放

宝 塚 病 院 野上2-1-2
0797-

71-3111
0797-

73-1580

内・消内・消外・循内・循外・
外・整・ﾘﾊ・脳・皮・泌・放・麻・
呼内・形・こう外・腎内・人内・
糖内

医 療 法 人 尚 和 会
宝塚リハビリテーション病院

鶴の荘22-2
0797-

81-2345
0797-

81-1528
内・リハ・脳

宝 塚 磯 病 院 伊孑志4-3-1
0797-

62-6638
0797-

62-6637
内･外・消内・消外・リハ・呼内

医療機関名 診 療 科 目所 在 地

伊
丹
市

宝
塚
市

連　絡　先

資料２　　病　院 一 覧
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Ｎｏ．１

一般 療養 精神 結核

み や そ う 病 院 ○ ○ 97 49 48 Ａ

医 療 法 人 水 光 会
伊 丹 天 神 川 病 院

267 35 232 Ａ

医 療 法 人 社 団 豊 明 会
常 岡 病 院

○ 103 103 Ａ

公 立 学 校 共 済 組 合
近 畿 中 央 病 院

○ ○ ○ 445 445 Ａ

伊 丹 恒 生
脳 神 経 外 科 病 院

○ ○ ○ 80 80 Ａ

市 立 伊 丹 病 院 ○ ○ ○ 414 414

祐 生 病 院 ○ ○ ○ 83 54 29

医 療 法 人 社 団 星 晶 会
あ お い 病 院

39 39 Ａ

医 療 法 人 晴 風 園
伊 丹 せ い ふ う 病 院

210 210 Ａ

医 療 法 人 晴 風 園
阪 神 ﾘ ﾊ ﾋ ﾞ ﾘ ﾃ ｰ ｼ ｮ ﾝ 病 院

160 160

医 療 法 人 尚 和 会
宝 塚 第 一 病 院

○ ○ ○ 199 199 Ａ

こ だ ま 病 院 ○ ○ ○ 110 55 55 Ｂ

宝 塚 市 立 病 院 ○ ○ ○ 436 436

医 療 法 人 愛 心 会
東 宝 塚 さ と う 病 院

○ ○ 161 121 40 Ａ

宝 塚 病 院 ○ ○ ○ 131 131

医 療 法 人 尚 和 会
宝塚リハビリテーション病院

  162  162

宝 塚 磯 病 院 160 160 Ａ

医療機関名
浸水想定区域内
（A)・土砂災害計

画区域内（B)

病
床
数

救
急
告
示

救
急
輪
番

２
次
救
急
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電　　話 Ｆ Ａ Ｘ

正 愛 病 院 久代2-5-34
072-

758-5821
072-

758-5392
内・外・整・ﾘﾊ・脳・放・麻・歯・
歯外

自 衛 隊 阪 神 病 院 久代4-1-50
072-

782-0001
072-

759-7047
小・内・外・整・ﾘﾊ・産婦・皮・
耳・泌・眼・放・麻・精・歯

九 十 九 記 念 病 院 栄町10-4
072-

759-9020
072-

757-5136
内（消・循）・ﾘﾊ・放・精

医 療 法 人 協 和 会
第 二 協 立 病 院

栄町5-28
072-

758-1123
072-

758-1124
内・外・整・脳・ﾘﾊ・泌・放・神
内・小・産婦・皮

医 療 法 人 晋 真 会
ベ リ タ ス 病 院

新田1-2-23
072-

793-7890
072-

792-5771

小・内・外・整・ﾘﾊ・脳・産婦・
肛外・放・神内・麻・消内・循
内・呼内

医 療 法 人 協 和 会
協 立 病 院

中央町16-5
072-

758-1131
072-

758-0039
内・外・整・ﾘﾊ・脳・皮・泌・形・
眼・放・麻・神内・循内・救

市 立 川 西 病 院 東畦野5-21-1
072-

794-2321
072-

794-6321

小・内・外・整・泌・産婦・耳・
眼・放・麻・消内・循内・糖内
内・緩外・病

医 療 法 人 協 和 会
協 立 温 泉 病 院

平野1-39-1
072-

792-1301
072-

792-2341
内・外・整・ﾘﾊ・皮・放・消内・
循内・泌・神内

独 立 行 政 法 人
国 立 病 院 機 構
兵 庫 中 央 病 院

大原1314
079-

563-2121
079-

564-4626

内・呼内・呼外・消内・消外・
循内・外・整・ﾘﾊ・放・麻・神
内・歯・糖内・皮

三 田 市 民 病 院 けやき台3-1-1
079-

565-8000
079-

565-8017

小・内・外・整・形・ﾘﾊ・皮・泌・
産婦・脳・消内・循内・腎内・
耳・眼・放・麻・消外・病

医 療 法 人 敬 愛 会
三 田 高 原 病 院

下内神525-1
079-

567-5555
079-

567-5556
内・ﾘﾊ

医 療 法 人 社 団 尚 仁 会
平 島 病 院

天神1-2-15
079-

564-5381
079-

559-2021

内・呼内・循内・消内・腎内・
皮・外・消外・こう外・整・眼・
麻・リハ・放・臨・ペ内

医 療 法 人 山 西 会
宝 塚 三 田 病 院

西山2-22-10
079-

563-4871
079-

563-2816
精・神・歯

社 会 福 祉 法 人
枚 方 療 育 園
医 療 福 祉 セ ン タ ー さ く ら

東本庄1188
079-

568-4103
079-

568-4104
小・内・精・リハ・歯

医 療 法 人 山 西 会
三 田 西 病 院

東本庄2017
079-

568-0025
079-

568-0388
精・神

あ い の 病 院 東本庄2493
079-

568-1351
079-

568-0818
内・精・神

医 療 法 人 敬 愛 会
三 田 温 泉 病 院

東山897-2
079-

568-5555
079-

568-0649
内・ﾘﾊ

さんだリハビリテーション病院 富士が丘5-16-1
079-

564-7063
079-

564-7064
ﾘﾊ・神内

医 療 法 人 晴 風 園
今 井 病 院

北田原字屏風岳
３

072-
766-0030

072-
766-8880

内・外・呼内・整・ﾘﾊ・消内・
皮・放

医 療 法 人 社 団 衿 正 会
生 駒 病 院

広根字九十九８
072-

766-0172
072-

766-7156
内・ﾘﾊ・放・循内・消内・呼内・
整・皮・外・小外

猪
名
川
町

川
西
市

三
田
市

医療機関名 所 在 地
連　絡　先

診 療 科 目
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Ｎｏ．２

一般 療養 精神 結核

正 愛 病 院 ○ ○ ○ 85 41 44

自 衛 隊 阪 神 病 院 ○ ○ 200 176 24

九 十 九 記 念 病 院 82 82 Ａ

医 療 法 人 協 和 会
第 二 協 立 病 院

425 425 Ａ

医 療 法 人 晋 真 会
ベ リ タ ス 病 院

○ ○ ○ 199 199 Ａ

医 療 法 人 協 和 会
協 立 病 院

○ ○ ○ 313 313 Ａ

市 立 川 西 病 院 ○ ○ ○ 250 250

医 療 法 人 協 和 会
協 立 温 泉 病 院

465 200 265 Ｂ

独 立 行 政 法 人
国 立 病 院 機 構
兵 庫 中 央 病 院

500 450 50

三 田 市 民 病 院 ○ ○ ○ 300 300

医 療 法 人 敬 愛 会
三 田 高 原 病 院

360 360

医 療 法 人 社 団 尚 仁 会
平 島 病 院

○ ○ 199 97 102 Ａ

医 療 法 人 山 西 会
宝 塚 三 田 病 院

681 681

社 会 福 祉 法 人
枚 方 療 育 園
医 療 福 祉 セ ン タ ー さ く ら

300 300 Ｂ

医 療 法 人 山 西 会
三 田 西 病 院

200 200

あ い の 病 院 145 145

医 療 法 人 敬 愛 会
三 田 温 泉 病 院

180 180

さんだリハビリテーション病院 69 69

医 療 法 人 晴 風 園
今 井 病 院

111 60 51

医 療 法 人 社 団 衿 正 会
生 駒 病 院

198 198

医療機関名
浸水想定区域内
（A)・土砂災害計

画区域内（B)

救
急
告
示

救
急
輪
番

２
次
救
急

病
床
数
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電　　話 Ｆ Ａ Ｘ

太田外科診療所 南本町4-2-10
072-

772-1398
072-

784-1884
19

荘司外科 中央1-2-16
072-

772-2663
072-

785-2467
19

星優クリニック 桜ヶ丘1-3-23
072-

775-3006
072-

784-3900
19 透析

みずほレディースクリニック 瑞穂町5-72
072-

778-4103
072-

778-4106
11 産科

吉江胃腸外科 稲野町1-111
072-

775-1176
072-

780-1604
19 Ａ

第２西原クリニック 野間8-5-10
075-

778-9900
072-

778-7711
19 Ａ

陸上自衛隊伊丹駐屯地医務
室

緑ケ丘７－１－１
072-782-

0001
－ 10

陸上自衛隊千僧駐屯地医務
室

広畑１－１
072-781-

0021
－ 5

宝塚エデンの園附属診療所
ゆずり葉台3丁目1
－1

0797－
76－3810

0797-
76-3811

19
うち

療養4

児玉診療所 川面3丁目24－9
0797－

85－5577
0797－

85－5511
19

医療法人社団森迫神経外科 平井5丁目1－8
0797－

82－1116
0797－

89－0444
19

レディース＆マタニティクリ
ニック　サンタクルスザタカラ
ヅカ

武庫川町6－22
0797－

83－1188
0797-

83-1150
19 産科 Ａ

双愛整形外科 末広町2－8
0797－

77－5551
0797-

77-8733
19 Ａ

医療法人社団中村産婦人科 中筋6丁目15－7
0797－

88－1103
0797－

88－1933
19 産科

平野マタニティクリニック
山本東3丁目14－
5

0797－
80－4103

0797-
80-1345

13 産科

川
西
市

高橋産婦人科医院 清和台東1-3-75
072-

799-0001
072-

799-0020
9 産科

大坪胃腸科外科 南が丘1－39－23
079－

563－3511
079-

562-2607
18

あおぞらクリニック
大畑字清水357－
1

079－
560－0325

079－
560－
0326

19

浸水想定区
域内（A)・土
砂災害計画
区域内（B)

三
田
市

資料３　　有床診療所一覧

伊
丹
市

宝
塚
市

医療機関名 所在地
連　絡　先 病床

数
備考
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電話（救急） Ｆ　Ａ　Ｘ

近 畿 中 央 病 院 車塚3丁目1番地 072-781-3712 072-779-1567 12

市 立 伊 丹 病 院
昆陽池１丁目100番
地

072-777-3773 072-781-9888 10

医 療 法 人 社 団 星 晶 会
あ お い 病 院

荒牧6丁目14番2号 072-778-8110 072-778-8115 30

医 療 法 人 社 団 星 晶 会
星 優 ク リ ニ ッ ク

桜ヶ丘1-3-23 072-775-3006 072-784-3900 53

成 山 ・ 池 内 ク リ ニ ッ ク 西台1-1-1-5F 072-781-7060 072-781-7079 27

医 療 法 人 社 団 星 晶 会
い た み バ ラ 診 療 所

荒牧6-16-2 072-781-8928 072-781-8929 50

医 療 法 人 社 団 星 晶 会
愛 正 透 析 ク リ ニ ッ ク

中野北3-8-14 072-773-7160 072-773-7161 50

伊 丹 ガ ー デ ン ズ ク リ ニ ッ ク 鴻池6丁目22番21号 072-770-6940 072-770-6941 46

宝 塚 市 立 病 院 小浜4丁目5番1号 0797-87-1161 0797-87-5624 30

医 療 法 人 愛 心 会
東 宝 塚 さ と う 病 院

長尾町2番1号 0797-88-2200 0797-88-5081 3

宝 塚 病 院 野上2丁目1番2号 0797-71-3111 0797-73-1580 45

い ま い 内 科 ク リ ニ ッ ク 中州2-1-28 0797-76-5177 0797-76-5188 17

医 療 法 人 社 団 九 鬼 会
く き ク リ ニ ッ ク

中筋5-20-1 0797-82-3000 0797-82-1121 40

医 療 法 人 社 団 仁 成 会
仁 成 ク リ ニ ッ ク

仁川北2-3-8 0798-51-8141 0798-51-8140 38

医 療 法 人 協 和 会
第 二 協 立 病 院

栄町5番28号 072-758-1123 072-758-1124 56

医 療 法 人 協 和 会
協 立 病 院

中央町16番5号 072-758-1131 072-758-0039 38

第 二 仁 成 ク リ ニ ッ ク 栄根2-6-32-401 072-756-8141 072-756-8140 43

三 田 市 民 病 院
けやき台3丁目1番地
1

079-565-8000 079-565-8011 9

医 療 法 人 社 団 尚 仁 会
平 島 病 院

天神1丁目2番15号 079-564-5381 079-564-2021 7

医 療 法 人 平 明 会
さ つ き ク リ ニ ッ ク 横山町7-7 079-563-3533 079-563-3530 38

医 療 法 人 平 明 会
平 明 会 ク リ ニ ッ ク

福島66-4 079-567-7711 079-567-7722 57

猪名
川町

医 療 法 人 社 団 星 晶 会
ふ る さ と 透 析 診 療 所

広根字北后久2番 072-765-3324 072-765-3321 26

伊
丹
市

宝
塚
市

川
西
市

三
田
市

資料４　透析可能医療機関一覧
調査時点：H29.8.31～H30.9.5

医 療 機 関 名 所 在 地
透析

ベッド数

連　絡　先
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資料５　災害時保健医療マップ

（ 空 白 ）
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電話

伊丹小学校 船原1-1-1 072-782-2536

神津小学校 森本1-8-1 072-782-2021

東中学校 高台2-54 072-782-3058

松崎中学校 山田2-1-1 072-779-9776

荒牧中学校 荒牧5-2-18 072-777-3540

健康センター 小浜4-4-1 0797-86-0056

西公民館 小林2-7-30 0797-77-1200

中央公民館 末広町3-53 0797-73-6600

東公民館 山本南2-5-2 0797-89-1567

ピピア売布公益施設 売布2-5-1 0797-85-2274

総合福祉センター 安倉西2-1-1 0797-86-5000

中山台コミュニティセンター 中山桜台5-15-2 0797-89-9605

雲雀丘倶楽部 雲雀丘1-1-1 072-758-7680

国民健康保険診療所 大原野字南穴虫1-85 0797-91-1230

東谷公民館 見野2-21-11 072-794-0004

北陵公民館 丸山台1-5-2 072-794-9090

多田公民館 多田院1-5-1 072-793-0011

緑台公民館 向陽台1-6-38 072-792-4951

清和台公民館 清和台西3-1-7 072-798-1280

けやき坂公民館 けやき坂2-63-1 072-798-0770

明峰公民館 萩原台西3-282-11 072-759-6901

川西南公民館 久代3-16-29 072-757-8623

三田小学校 屋敷町2-20 079-562-4751

松が丘小学校 川除535 079-563-4320

上野台中学校 志手原1145 079-563-0234

広野小学校 上井沢295 079-567-0024

高平小学校 下里172 079-569-0142

藍中学校 大川瀬1307-36 079-568-3747

長坂中学校 長坂484 079-568-1307

狭間中学校 狭間が丘4-1 079-564-6492

富士中学校 富士が丘3-25 079-562-7224

ゆりのき台中学校 ゆりのき台2-1-1 079-565-4971

けやき台中学校 けやき台2-1 079-565-0086

学園小学校 学園7-7 079-565-8100

猪名川町保健センター 紫合字北裏763 072-766-1000

六瀬総合センター 笹尾字黒添ヱ22-1 072-768-0001

(出典：市町地域防災計画）

資料６　各市町救護所設置予定場所

三田市

伊丹市

川西市

猪名川町

所在地設置場所

宝塚市
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 Ⅶ 用語解説                   

 

【い】 

域内搬送 

救急車、ヘリコプター等による、災害現場から被災地域内の医療機関、被災地

域内の医療機関から近隣地域、被災地域内の医療機関からＳＣＵ及び被災地域外

の SCU から医療機関への搬送を含む。 

 

医療救護班 

地域防災計画に位置づけられ、災害の発災当初から救護活動終了までの期間に

わたって活動し、病院支援、域内搬送、現場活動、避難所医療等の活動を行うチ

ームのこと。国公立病院や災害拠点病院、日本赤十字社において組織されている

ほか、医師会の組織するＪＭＡＴなど、医療関係団体においても組織されている。 

 

【き】 

救護所・救護センター 

多数の傷病者が一度に発生した場合等に、これらの負傷者に対応するため、救

護所は市町が開設し、災害時に患者が多数発生した場合は、地域保健医療情報セ

ンターが救護センターの設置を検討する。 

 

【こ】 

広域医療搬送 

被災地域で対応困難な重症患者を被災地域外に搬送し、緊急に治療を行うため

に国が政府の各機関の協力の下に行う活動。SCU から域外拠点へ航空自衛隊が

所有する輸送機、大型ヘリコプターで搬送する。 

 

【さ】 

災害医療圏域 

県民局又は県民センターに災害対策地方本部が設定されて災害対応が行われ

ることを考慮し、県民局体制と一致する圏域で設定している。（兵庫県保健医療

計画「平成 30 年４月改定」） 

 

災害医療コーディネーター 

県知事の委嘱を受けた者で、災害時には保健医療調整本部等において、医療機

関への被災患者の受入れ、ＤＭＡＴや医療救護班の派遣に係る調整を行うほか、

災害医療の確保について助言・指導・連絡調整を行う。また、平時から、行政等

に対する災害救急医療システムの整備について助言・指導を行う。 

 

 

 71



災害拠点病院 

重傷患者への救命医療の提供、広域医療搬送への対応、地域医療機関への応急

用資機材の貸し出し、自己完結型の救護チーム（DMAT）の派遣等の機能を有す

る災害時の拠点となる病院。県内では 17 病院が指定され、阪神北圏域では宝塚

市立病院が指定されている。 
 

災害時小児周産期リエゾン 

県知事の委嘱を受けた者で、災害時には保健医療調整本部等において小児周産

期医療の確保に関して災害医療コーディネーター等に助言を行う。 

 

災害時透析医療リエゾン 

兵庫県臨床工学技士会の会員で、災害時には、透析医会の災害情報ネットワー

ク等を活用して透析施設等の情報収集を行う。 

 

【ち】 

地域保健医療情報センター 

兵庫県では、芦屋、宝塚、加古川、加東、中播磨、龍野、豊岡、丹波、洲本の

各健康福祉事務所及び神戸市（保健福祉局健康部及び保健所）を「地域保健医療

情報センター」と表している。 

 

【と】 

統括ＤＭＡＴ 

厚生労働省が実施する「統括ＤＭＡＴ研修」を修了し、厚生労働省に登録され

たＤＭＡＴ隊員で、災害時には、各ＤＭＡＴ本部の責任者として活動する資格を

有し、平時にはＤＭＡＴに関する研修・訓練及び県の災害医療体制に関する助言

等を行う。 

 

【ひ】 

避難所 

災害時に生活基盤を喪失または帰宅が困難になった住民が一時的に生活する

場所のこと。原則として市町が設置・運営する。 

 

【ほ】 

保健医療調整本部 

大規模災害時の被災都道府県が、保健医療活動チームの派遣調整、保健医療活

動に関する情報の連携、整理及び分析等の保健医療活動の総合調整を行うために

設置し、保健所、保健医療活動チームその他の関係機関と連携を図り、全体とし

てマネジメントする機能を担う。（参照 P.46） 
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【Ｄ】 

ＤＨＥＡＴ（ディーヒート） 

災害時健康危機管理支援チーム（ＤＨＥＡＴ）とは、Disaster Health Emergency 

Assistance Team の略で、県の養成研修を受けた都道府県の職員等で構成され、

災害の急性期や慢性期に、保健医療調整本部や地域保健医療情報センターにおい

て、本部運営や医療提供体制の再構築・避難所等での保健予防活動の確保に係る

調整業務の支援を行う。（参照 P.44） 

 

ＤＭＡＴ（ディーマット） 

災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）とは、Disaster Medical Assistance Team の

略で、厚生労働省の認めた専門的な研修・訓練を受けた者で構成され、災害の超

急性期から急性期（概ね 48 時間以内）を中心に機動的に活動し、病院支援、域内

搬送、現場活動、広域医療搬送等の活動を行う。（参照 P.40） 

 

ＤＰＡＴ（ディーパット） 

災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）とは、Disaster Psychiatric Assistance 

Team の略で、県の研修を受けた者で組織され、そのうち、発災から概ね 48 時間

以内に、被災地で活動できる班を先遣隊として国に登録している。先遣隊は、主

に本部機能の立ち上げやニーズアセスメント、急性期の精神科医療ニーズへの対

応等の役割を担う。先遣隊の後に活動するチームは、主に本部機能の継続や、被

災地での精神科医療の提供、精神保健活動への専門的支援、被災した医療機関へ

の専門的支援、支援者（地域の医療従事者、救急隊員、自治体職員等）への専門

的支援等の役割を担う。（参照 P.42） 

 

【Ｅ】 

ＥＭＩＳ（イーミス） 

広域災害救急医療情報システム（ＥＭＩＳ）とは、Emergency Medical 

Information System の略で、災害時に被災した医療機関の稼働状況など災害にか

かわる情報を共有し、被災地域での迅速かつ適切な医療・救護に関わる各種情報

を集約・提供することを目的としたシステムのこと。 

厚生労働省が所管する全国版のＥＭＩＳ（国ＥＭＩＳ）と共に、兵庫県では独

自に整備した兵庫県広域災害・救急医療情報システム（県ＥＭＩＳ）がある。 

災害時には、国や県内外のＤＭＡＴと連携を図る観点から、国ＥＭＩＳでの報

告を優先するが、国ＥＭＩＳが使用できない場合は、県ＥＭＩＳにより報告を行

う。（参照 P.35） 

 

【Ｊ】 

ＪＭＡＴ（ジェイマット） 

日本医師会災害医療チーム（ＪＭＡＴ）とは、Japan  Medical Association 

Team の略で、被災地の都道府県医師会の要請に基づき日本医師会が編成し、医師

を含む職種で編成される。急性期以降の避難所・救護所等での医療や健康管理、
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被災地の医療機関への支援を行う。 

ＪＭＡＴ兵庫は、医師、歯科医師、薬剤師、看護師、事務員等で編成。ＪＭＡ

Ｔ兵庫隊員の編成及び医療救護活動の実施に関し、県医師会と県歯科医師会、県

薬剤師会、県看護協会との間で連携体制の構築を目的とする協定が締結されてい

る。 

 

ＪＲＡＴ（ジェイラート） 

大規模災害リハビリテーション支援関連団体協議会（ＪＲＡＴ）とは、Japan  

Disaster Rehabilitation Assistance Team の略で、発災時に起こりえる生活不

活発病などを予防し、被災者（特に高齢者、障がい者・児、難病者、妊婦、乳幼

児などの要配慮者など）および被災地リハ関連施設やネットワークなどの早期自

立・再建、さらには早期復興を目指して、組織的なリハ支援を展開するために結

成された。 

災害のフェーズに合わせたリハビリテーション支援として、被災地において保

健医療調整本部等の指揮下に入り、連携して活動する。 

１）応急修復期（リハビリテーショントリアージ） 

・ 避難所の住環境評価と整備 

・ 動きやすい居住架橋のアドバイスや応急的環境整備 

・ 避難所支援物資の適切な選定と設置 

・ 要配慮者の福祉避難所への移動支援 

２）復旧期（生活不活発病予防） 

・ 避難所や施設でのリハビリテーション支援活動 

・ 災害に関連した身体機能、生活能力の低下予防 

３）復興期（健康支援） 

・ 地域に根付いたリハビリテーションへの移行支援 

 

Ｊ－ＳＰＥＥＤ（ジェイスピード） 

災害時診療概況報告システム（Ｊ－ＳＰＥＥＤ）とは、「災害時の診療録の在り方

に関する合同委員会」（日本医師会・日本災害医学会・日本救急医学会・日本診療情

報管理学会・日本病院会・日本精神病院協会・国際協力機関）が提唱する災害医療

支援活動における診療情報管理のシステムのこと。（参照Ｐ．37） 

 

【Ｓ】 

ＳＣＵ（エスシーユー） 

航空搬送拠点臨時医療施設（ＳＣＵ）とは、Staging Care Unit の略で、大規

模災害発生時の航空機による広域医療搬送や地域医療搬送に際し、患者の症状の

安定化や搬送を行う救護所として、被災地域及び被災地域外の空港や自衛隊基地

などに設置される施設のこと。 

兵庫県内では、神戸空港（神戸市中央区）、伊丹空港（伊丹市）、但馬空港（豊

岡市）、三木防災公園（三木市）等を拠点として想定。 
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 Ⅷ 引用・参考資料                   

 

（五十音順） 

○ 伊丹市地域防災計画（伊丹市防災会議、平成 30 年度（2018 年度）修正） 

○ 猪名川町地域防災計画（猪名川町防災会議、平成 30 年度修正） 

○ 川西市地域防災計画（地震災害対策計画編）（川西市防災会議、令和元年発行） 

○ 災害時健康危機管理支援チーム活動要領について（平成30年 3月 20日付、

厚生労働省健康局健康課長通知） 

○ 三田市地域防災計画（三田市防災会議、平成 30 年度修正） 

○ 大規模災害時の保健医療活動に係る体制の整備について（平成 29 年 7 月 5

日付、厚生労働省大臣官房厚生科学課長等通知） 

○ 宝塚市地域防災計画（宝塚市、令和元年５月） 

○ 地域災害救急医療等に係るマニュアル指針（兵庫県、令和元年８月） 

○ 兵庫県地域防災計画（地震災害対策計画）（兵庫県防災会議、平成 29 年修正） 

○ 兵庫県 南海トラフ巨大地震津波被害想定（兵庫県、平成 26 年６月） 

○ 兵庫県の地震被害想定（内陸型活断層） 

https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk37/jishinhigaisoutei.html（2020 年３月

３日アクセス可能） 

○ 兵庫県保健医療計画（兵庫県、2018（平成 30）年４月） 

○ ＤＨＥＡＴ活動ハンドブック（平成 30 年度厚生労働科学研究費補助金「広

域大規模災害時における地域保健支援・受援体制構築に関する研究」研究成

果物、平成 31 年３月） 
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